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本号で公布された主な条例のあらまし 
  

    

 

 

 

◇県から市町村への事務の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例（新潟県条例第40号） 

１ 県から市町村への事務の移譲 

  地方自治法の規定による事務処理の特例制度に基づく市町村への事務の移譲に伴い、関係条例の規定を整備

することとしました。 

(1) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（第１条関係） 

(2) 新潟県屋外広告物条例（第２条関係） 

(3) 新潟県福祉のまちづくり条例（第３条関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、一部の規定を除き、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例（新潟県条例第42

号） 

１ 期末手当の支給割合の改正 

  知事、副知事、県議会議員等の期末手当の支給割合を改正することとしました｡(第１条及び第２条関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしました。 

 

◇一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（新潟県条例第43号） 

１ 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正関係 

  新潟県人事委員会の勧告に基づき、一般職の職員の給料月額、勤勉手当の支給割合の改正等を行うこととし

ました｡(第１条～第３条関係） 

２ 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部改正関係 

  新潟県人事委員会の勧告に基づき、市町村立学校職員の給料月額、勤勉手当の支給割合の改正等を行うこと

としました｡(第４条～第６条関係） 

３ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正関係 

  県税賦課徴収手当を月額制から日額制に見直すとともに、教員特殊業務手当の額を改正することとしました。

（第７条関係） 

４ 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正関係 

  新潟県人事委員会の勧告に基づき、一般職の任期付研究員の給料月額及び期末手当の支給割合を改正するこ

ととしました｡(第８条及び第９条関係） 

５ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正関係 

  新潟県人事委員会の勧告に基づき、一般職の任期付職員の給料月額及び期末手当の支給割合を改正すること

としました｡(第10条及び第11条関係） 

６ 施行期日 

この条例は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県個人情報保護条例の一部を改正する条例（新潟県条例第44号） 

１ 要配慮個人情報に関する規定の整備 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の改正を踏まえ､｢要配慮個人情報」の定義を設けるととも

に、要配慮個人情報の収集を制限することとしました｡(第２条及び第８条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例（新潟県条例第46号） 

１ スポーツに関する事務の移管 

スポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く｡)を教育委員会から知事へ移管することとし

ました｡(本則関係） 

２ 施行期日 
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この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県国民健康保険法施行条例（新潟県条例第47号） 

１ 趣旨 

この条例は、国民健康保険法の施行に関し必要な事項を定めることとしました｡(第１条関係） 

２ 運営協議会の設置 

国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、新潟県国民健康保険運営協議会を置くこととしま

した｡(第２条～第６条関係） 

３ 国民健康保険保険給付費等交付金の交付等 

県が市町村に対して交付する国民健康保険保険給付費等交付金に関し、必要な事項を定めることとしました｡

(第７条及び第８条関係） 

４ 国民健康保険事業費納付金の徴収等 

県が市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金に関し、必要な事項を定めることとしました｡(第９条～

第21条関係） 

５ 施行期日 

この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県児童福祉法施行条例（新潟県条例第48号） 

１ 新潟県障害児通所給付費等不服審査会の設置等 

児童福祉法の規定に基づく市町村による障害児通所給付費等に係る処分に対する審査請求について、専門的

な審査を行う体制を構築するため、新潟県障害児通所給付費等不服審査会の設置に係る規定その他所要の規定

の整備を行うこととしました｡(第１条～第６条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例の一部を改正する条例（新潟県条例第49号） 

１ 手数料の新設等 

機器の設置等に伴い、試験等の種類及び手数料の算定の単位を改正することとしました｡(別表関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県都市公園条例の一部を改正する条例（新潟県条例第53号） 

１ 公園施設の設置の基準に関する規定の整備 

  都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、公園施設を設置する場合の基準に関する規定の整備を行

うこととしました｡(第１条の４及び第１条の５関係） 

２ 都市公園の占用の許可に係る使用料の改正 

電柱、管類等を設置する場合の占用の許可に係る使用料について、積算根拠の見直しに伴い、その額を改正

することとしました｡(別表第２関係） 

３ 施行期日 

  この条例は、１については公布の日から、２については平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県手話の普及等の推進に関する条例（新潟県条例第55号） 

１ 目的 

  この条例は、手話の普及等に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにする

とともに、手話の普及等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な事項を定めることにより、

もってろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目

的とすることとしました｡(第１条関係） 

２ 県の責務 

  県は、基本理念にのっとり、ろう者が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、

制度、慣行、観念その他一切のものの除去について必要かつ合理的な配慮を的確に行うとともに、手話の普及

等に関する施策を効果的に推進するものとすることとしました｡(第４条関係） 
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条   例 

次に掲げる条例をここに公布する。 

(1) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例 

(2) 県から市町村への事務の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例 

(3) 新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

(4) 知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

(5) 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

(6) 新潟県個人情報保護条例の一部を改正する条例 

(7) 新潟県行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例 

(8) 新潟県教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例 

(9) 新潟県国民健康保険法施行条例 

(10) 新潟県児童福祉法施行条例 

(11) 新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例の一部を改正する条例 

(12) 新潟県漁港管理条例の一部を改正する条例 

(13) 新潟県国営土地改良事業負担金等徴収条例及び新潟県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正す

る条例 

(14) 新潟県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

(15) 新潟県都市公園条例の一部を改正する条例 

(16) 新潟県港湾管理条例の一部を改正する条例 

(17) 新潟県手話の普及等の推進に関する条例 

(18) 新潟県立学校条例の一部を改正する条例 

平成29年12月26日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

 

３ 県民の役割 

  県民は、基本理念にのっとり、手話について理解を深め、県がこの条例に基づき実施する手話の普及等に関

する施策に協力するよう努めるものとすることとしました｡(第５条関係） 

４ 公表 

  知事は、毎年度、手話の普及等の推進に関し講じた施策の状況を取りまとめ、公表するものとすることとし

ました｡(第15条関係） 

５ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県立学校条例の一部を改正する条例（新潟県条例第56号） 

１ 特別支援学校の設置 

  新潟県立川西高等特別支援学校を十日町市に設置することとしました｡(別表第４関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 
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新潟県条例第39号 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例 

（新潟県営住宅条例の一部改正） 

第１条 新潟県営住宅条例（昭和35年新潟県条例第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)に対応する同表の

改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  

（収入の申告等） 

第16条 入居者は、毎年度、知事に対し、収入を申

告しなければならない。ただし、第３項ただし書

に規定する場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施

行規則（昭和26年建設省令第19号。以下「省令」

という｡)第７条に規定する方法によるものとする。 

３ 知事は、第１項の規定による収入の申告に基づ

き、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知す

るものとする。ただし、入居者（省令第８条各号

に掲げる者に該当する者に限る｡)が同項の規定に

よる収入の申告をすること及び第35条第１項の規

定による請求に応じることが困難な事情にあると

認めるときは、省令第９条に規定する方法により

把握した当該入居者の収入に基づき、収入の額を

認定することができる。 

４ （略） 

 

（入居者の費用負担） 

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担と

する。ただし、知事が必要と認めるときは、第１

号に規定する修繕に要する費用の一部を県が負担

することができる。 

(1) 県営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、

はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、

電気施設その他の附帯施設で省令第10条で定め

るものの修繕を除くほか、住宅の修繕に要する

費用 

(2)～(5) （略） 

 

（収入超過者に係る家賃） 

第31条 （略） 

２ 前項の家賃は、収入超過者に係る収入の額に基

づき、政令第８条第２項（同条第３項において読

み替えて準用する場合を含む｡)に規定する方法に

より算出するものとする。 

 

（県営住宅建替事業に係る家賃の特例） 

第41条 知事は、第38条第１項の規定により公営住

宅の入居者を新たに整備された県営住宅に入居さ

せる場合において、新たに入居する県営住宅の家

（収入の申告等） 

第16条 入居者は、毎年度、知事に対し、収入を申

告しなければならない。 

 

２ 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施

行規則（昭和26年建設省令第19号。以下「省令」

という｡)第８条に規定する方法によるものとする。 

３ 知事は、第１項の規定による収入の申告に基づ

き、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 

 

（入居者の費用負担） 

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担と

する。ただし、知事が必要と認めるときは、第１

号に規定する修繕に要する費用の一部を県が負担

することができる。 

(1) 県営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、

はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、

電気施設その他の附帯施設で省令第９条で定め

るものの修繕を除くほか、住宅の修繕に要する

費用 

(2)～(5) （略） 

 

（収入超過者に係る家賃） 

第31条 （略） 

２ 前項の家賃は、収入超過者に係る収入の額に基

づき、政令第８条第２項に規定する方法により算

出するものとする。 

 

 

（県営住宅建替事業に係る家賃の特例） 

第41条 知事は、第38条第１項の規定により公営住

宅の入居者を新たに整備された県営住宅に入居さ

せる場合において、新たに入居する県営住宅の家
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賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることと

なり、当該入居者の居住の安定を図るため必要が

あると認めるときは、第15条第１項、第31条第１

項又は第33条第１項の規定にかかわらず、政令第

12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を

減額するものとする。 

 

（用途廃止による県営住宅への入居に係る家賃の

特例） 

第42条 知事は、公営住宅の用途の廃止による公営

住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を県営住

宅に入居させる場合において、新たに入居する県

営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超

えることとなり、当該入居者の居住の安定を図る

ため必要があると認めるときは、第15条第１項、

第31条第１項又は第33条第１項の規定にかかわら

ず、政令第12条で定めるところにより、当該入居

者の家賃を減額するものとする。 

賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることと

なり、当該入居者の居住の安定を図るため必要が

あると認めるときは、第15条第１項、第31条第１

項又は第33条第１項の規定にかかわらず、政令第

11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を

減額するものとする。 

 

（用途廃止による県営住宅への入居に係る家賃の

特例） 

第42条 知事は、公営住宅の用途の廃止による公営

住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を県営住

宅に入居させる場合において、新たに入居する県

営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超

えることとなり、当該入居者の居住の安定を図る

ため必要があると認めるときは、第15条第１項、

第31条第１項又は第33条第１項の規定にかかわら

ず、政令第11条で定めるところにより、当該入居

者の家賃を減額するものとする。 
  
（新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成12年新潟県条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄中別表の細目の号の表示に下線が引かれた別表の細目の号（以下この条において「移動

別表細目号」という｡)に対応する次の表の改正後の欄中別表の細目の号の表示に下線が引かれた別表の細目の

号（以下この条において「移動後別表細目号」という｡)が存在する場合には当該移動別表細目号を当該移動後

別表細目号とし、移動別表細目号に対応する移動後別表細目号が存在しない場合には当該移動別表細目号（以

下この条において「削除別表細目号」という｡)を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の号の表示及び削除別表細目号を除く。以下この条

において「改正部分」という｡)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の号の表示

を除く。以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改

め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  

別表（第２条関係） 

(1)～(4) （略） 

(5) 福祉保健部関係 

事      務 市町村 

（略） 
  
14 就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成18年法律第77号。以下こ

の項において「法」という｡)に基づ

く事務のうち、次に掲げるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

別表（第２条関係） 

(1)～(4) （略） 

(5) 福祉保健部関係 

事      務 市町村 

（略） 
  
14 就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成18年法律第77号。以下こ

の項において「法」という｡)、新潟

県認定こども園の要件等に関する条

例（平成28年新潟県条例第31号。以

下この項において「条例」という｡)

並びに法及び条例の施行のための規

則に基づく事務のうち、次に掲げる

もの 

(1) 法第３条第１項又は第３項の規

定による幼保連携型認定こども園

以外の認定こども園の認定 

(2) 法第３条第６項の規定による協

（略） 
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(1) （略） 

 

 

(2) 法第29条第４項の規定による周

知 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
(6)～(9) （略） 

議 

(3) 法第３条第８項の規定による通

知 

(4) 法第３条第９項の規定による公

示 

(5) 法第７条第１項の規定による認

定の取消し 

(6) 法第７条第２項の規定による公

表 

(7) 法第７条第３項の規定による公

示 

(8) 法第８条第１項の規定による協

議 

(9) （略） 

(10) 法第29条第１項の規定による

変更の届出の受理 

(11) 法第29条第２項の規定による

周知 

(12) 法第30条第１項の規定による

報告の受理 

(13) 法第30条第２項の規定による

報告の徴収 

(14) 条例第５条第１項の規定によ

る廃止の届出の受理 

(15) 条例第５条第３項の規定によ

る公表 
  
(6)～(9) （略） 

  
（新潟県認定こども園の要件等に関する条例の一部改正） 

第３条 新潟県認定こども園の要件等に関する条例（平成28年新潟県条例第31号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（廃止の届出） 

第５条 認定こども園（幼保連携型認定こども園を

除く｡)の設置者（県、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第252条の19第１項の指定都市及び法第

３条第１項に規定する指定都市所在施設の設置者

を除く。次項において同じ｡)は、認定こども園を

廃止しようとするときは、当該廃止しようとする

日の６月前までに、その旨を知事に届け出なけれ

ばならない。 

２・３ （略） 

（廃止の届出） 

第５条 認定こども園（幼保連携型認定こども園を

除く｡)の設置者（県を除く。次項において同じ｡)

は、認定こども園を廃止しようとするときは、当

該廃止しようとする日の６月前までに、その旨を

知事に届け出なければならない。 

 

 

 

２・３ （略） 
  

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第40号 

県から市町村への事務の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例 

（新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正） 

第１条 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成12年新潟県条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄中別表の細目の項及び号の表示に下線が引かれた別表の細目の項及び号（以下この条に

おいて「移動別表細目項等」という｡)に対応する次の表の改正後の欄中別表の細目の項及び号の表示に下線が

引かれた別表の細目の項及び号（以下この条において「移動後別表細目項等」という｡)が存在する場合には当

該移動別表細目項等を当該移動後別表細目項等とし、移動別表細目項等に対応する移動後別表細目項等が存在

しない場合には当該移動別表細目項等（以下この条において「削除別表細目項等」という｡)を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の項及び号の表示並びに削除別表細目項等を除く。

以下この条において「改正部分」という｡)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の細目

の項及び号の表示を除く。以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当

該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分

に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

 次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

  別表（第２条関係） 

(1)・(2) （略） 

(3) 県民生活・環境部関係 

事      務 市町村 

（略） 

８ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律（平成14年法律

第88号。以下この項において「法」

という｡)に基づく事務のうち、次に

掲げるもの（２以上の市町村の区域

に係るものを除く｡) 

(1)～(31) （略） 

各市町

村（第

23号の

２の事

務にあ

っ て

は、新

潟市、

長 岡

市、三

条市、

柏 崎

市、十

日 町

市、燕

市、糸

魚 川

市、上

越市、

胎内市

及び粟

島浦村

に 限

る｡) 
  
９ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律第９条第１項の

規定による鳥類の卵の採取等の許可

（学術研究又は鳥獣の管理（鳥獣に

新 潟

市、長

岡市、

三 条

別表（第２条関係） 

(1)・(2) （略） 

(3) 県民生活・環境部関係 

事      務 市町村 

（略） 

８ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律（平成14年法律

第88号。以下この項において「法」

という｡)に基づく事務のうち、次に

掲げるもの（２以上の市町村の区域

に係るものを除く｡) 

(1)～(31) （略） 

各市町

村（第

23号の

２の事

務にあ

っ て

は、新

潟市、

長 岡

市、三

条市、

柏 崎

市、十

日 町

市、燕

市、上

越市及

び胎内

市に限

る｡) 

 

 

 

 
  
９ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律第９条第１項の

規定による鳥類の卵の採取等の許可

（学術研究又は鳥獣の管理（鳥獣に

新 潟

市、長

岡市、

三 条
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よる生活環境、農林水産業又は生態

系に係る被害の防止を目的とする場

合に限る｡)のため鳥類（ミゾゴイ、

ハクガン、サカツラガン、ヒクイナ、

アカモズ、ウミウ、チュウサギ、マ

ガン、ヨシガモ、シノリガモ、ホオ

ジロガモ、ミサゴ、ハチクマ、ツミ、

ハイタカ、オオジシギ、コノハズク、

オオコノハズク、アオバズク、ヨタ

カ、ヤマセミ、コサメビタキ、サン

コウチョウ、キバシリ、ノジコ及び

サドカケスを除く｡)の卵の採取等を

しようとする場合（飛行場の区域内

で安全航行のため採取等をする場合

を除く｡)に係るものに限り、２以上

の市町村の区域に係るものを除く｡) 

市、柏

崎市、

十日町

市、燕

市、糸

魚 川

市、上

越市、

佐 渡

市、胎

内市及

び粟島

浦村 

（略） 

12 自然公園法（昭和32年法律第161

号。以下この項において「法」とい

う｡)に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの（国定公園及び自然公園法施

行令（昭和32年政令第298号）附則

第３項に規定する指定区域（以下こ

の項において「指定区域」という｡)

に係るものに限り、２以上の市町村

の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(34) （略） 

国定公

園に指

定され

た地域

又は指

定区域

である

地域を

管轄す

る市町

村 ( 新

潟市、

三 条

市、柏

崎市、

十日町

市、燕

市、糸

魚 川

市、妙

高市、

上 越

市、佐

渡市、

胎 内

市、湯

沢町及

び関川

村を除

く｡) 

（略） 

14 自然公園法（以下この項において

「法」という｡)に基づく事務のうち、

新 潟

市、三

よる生活環境、農林水産業又は生態

系に係る被害の防止を目的とする場

合に限る｡)のため鳥類（ミゾゴイ、

ハクガン、サカツラガン、ヒクイナ、

アカモズ、ウミウ、チュウサギ、マ

ガン、ヨシガモ、シノリガモ、ホオ

ジロガモ、ミサゴ、ハチクマ、ツミ、

ハイタカ、オオジシギ、コノハズク、

オオコノハズク、アオバズク、ヨタ

カ、ヤマセミ、コサメビタキ、サン

コウチョウ、キバシリ、ノジコ及び

サドカケスを除く｡)の卵の採取等を

しようとする場合（飛行場の区域内

で安全航行のため採取等をする場合

を除く｡)に係るものに限り、２以上

の市町村の区域に係るものを除く｡) 

市、柏

崎市、

十日町

市、燕

市、上

越市、

佐渡市

及び胎

内市 

（略） 

12 自然公園法（昭和32年法律第161

号。以下この項において「法」とい

う｡)に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの（国定公園及び自然公園法施

行令（昭和32年政令第298号）附則

第３項に規定する指定区域（以下こ

の項において「指定区域」という｡)

に係るものに限り、２以上の市町村

の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(34) （略） 

国定公

園に指

定され

た地域

又は指

定区域

である

地域を

管轄す

る市町

村 ( 新

潟市、

三 条

市、柏

崎市、

十日町

市、糸

魚 川

市、妙

高市、

上 越

市、佐

渡市、

胎 内

市、湯

沢町及

び関川

村を除

く｡) 

 

（略） 

14 自然公園法（以下この項において

「法」という｡)に基づく事務のうち、

新 潟

市、三
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次に掲げるもの（国定公園に係るも

のに限り、２以上の市町村の区域に

係るものを除く｡) 

  (1)～(65) （略） 

条市、

柏 崎

市、燕

市、上

越市及

び佐渡

市 

（略） 

18 農林漁業の健全な発展と調和のと

れた再生可能エネルギー電気の発電

の促進に関する法律（平成25年法律

第81号。以下この項において「法」

という｡)に基づく事務のうち、次に

掲げるもの（自然公園法第20条第５

項に規定する環境大臣に協議しなけ

ればならない行為に係るものを除き、

自然公園法施行令附則第３項第１号

イからホまでに規定する行為以外の

行為に係るものに限る｡) 

 (1)・(2) （略） 

新 潟

市、三

条市及

び燕市 

（略） 

(4) 防災局関係 

事      務 市町村 

（略） 

４ 高圧ガス保安法（以下この項にお

いて「法」という｡)に基づく事務の

うち、次に掲げるもの（２以上の市

町村の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(78) （略） 

(79) 液化石油ガス保安規則第77条

第６項の規定による保安検査証の

交付 

(80)～(82) （略） 

(83) 一般高圧ガス保安規則第79条

第６項の規定による保安検査証の

交付 

(84)・(85) （略） 

(86) コンビナート等保安規則第34

条第６項の規定による保安検査証

の交付 

（略） 

（略） 

(5) 福祉保健部関係 

事      務 市町村 

（略） 
  
１の10 介護保険法（以下この項にお

いて「法」という｡)に基づく事務の

うち、次に掲げるもの 

(1) 法第24条第１項の規定による命

令及び質問（居宅サービス、施設

サービス又は介護予防サービスに

（略） 

次に掲げるもの（国定公園に係るも

のに限り、２以上の市町村の区域に

係るものを除く｡) 

  (1)～(65) （略） 

条市、

柏 崎

市、上

越市及

び佐渡

市 

 

（略） 

18 農林漁業の健全な発展と調和のと

れた再生可能エネルギー電気の発電

の促進に関する法律（平成25年法律

第81号。以下この項において「法」

という｡)に基づく事務のうち、次に

掲げるもの（自然公園法第20条第５

項に規定する環境大臣に協議しなけ

ればならない行為に係るものを除き、

自然公園法施行令附則第３項第１号

イからホまでに規定する行為以外の

行為に係るものに限る｡) 

 (1)・(2) （略） 

新潟市

及び三

条市 

（略） 

(4) 防災局関係 

事      務 市町村 

（略） 

４ 高圧ガス保安法（以下この項にお

いて「法」という｡)に基づく事務の

うち、次に掲げるもの（２以上の市

町村の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(78) （略） 

(79) 液化石油ガス保安規則第77条

第４項の規定による保安検査証の

交付 

(80)～(82) （略） 

(83) 一般高圧ガス保安規則第79条

第４項の規定による保安検査証の

交付 

(84)・(85) （略） 

(86) コンビナート等保安規則第34

条第４項の規定による保安検査証

の交付 

（略） 

（略） 

(5) 福祉保健部関係 

事      務 市町村 

（略） 
  
１の10 介護保険法（以下この項にお

いて「法」という｡)に基づく事務の

うち、次に掲げるもの 

(1) 法第24条第１項の規定による命

令及び質問（居宅サービス、居宅

介護支援、施設サービス又は介護

（略） 
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関するものに限る。次号において

同じ｡) 

(2) （略） 
    
２ 介護保険法（以下この項において

「法」という｡)並びに新潟県指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営等に関する基準を定める条例

（平成27年新潟県条例第22号)及び

新潟県指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法等に関

する基準を定める条例（平成27年新

潟県条例第19号）に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの 

 

 

 

(1) 法第24条第１項の規定による命

令及び質問（居宅サービス又は介

護予防サービスに関するものに限

り、次に掲げるものを除く。次号

及び第31号において同じ｡) 

 

ア～カ （略） 

(2)～(18) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

予防サービスに関するものに限る。

次号において同じ｡) 

(2) （略） 
    
２ 介護保険法（以下この項において

「法」という｡)並びに新潟県指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営等に関する基準を定める条例

（平成27年新潟県条例第22号)､新

潟県指定介護予防サービス等の事業

の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法等に関す

る基準を定める条例（平成27年新潟

県条例第19号）及び新潟県指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営等

に関する基準を定める条例（平成27

年新潟県条例第25号）に基づく事務

のうち、次に掲げるもの 

(1) 法第24条第１項の規定による命

令及び質問（居宅サービス、居宅

介護支援又は介護予防サービスに

関するものに限り、次に掲げるも

のを除く。次号及び第44号におい

て同じ｡) 

ア～カ （略） 

(2)～(18) （略） 

(19) 法第79条第１項の規定による

指定居宅介護支援事業者の指定  

(20) 法第79条の２第１項の規定に

よる指定の更新 

(21) 法第82条第１項の規定による

変更又は再開の届出の受理 

(22) 法第82条第２項の規定による

廃止又は休止の届出の受理 

(23) 法第83条第１項の規定による

命令、出頭の要求及び立入検査 

(24) 法第83条の２第１項の規定に

よる勧告 

(25) 法第83条の２第２項の規定に

よる公表 

(26) 法第83条の２第３項の規定に

よる命令 

(27) 法第83条の２第４項の規定に

よる公示 

(28) 法第83条の２第５項の規定に

よる通知の受理 

(29) 法第84条第１項の規定による

指定の取消し又は効力の停止 

(30) 法第84条第２項の規定による

通知の受理 

（略） 
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(19) 法第115条の２第１項の規定

による指定介護予防サービス事業

者の指定（第１号エからカまでに

掲げるものを除く。次号から第30

号までにおいて同じ｡) 

(20) （略） 

(21) （略） 

(22) （略） 

(23) （略） 

(24) （略） 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 
  
３ 母体保護法（昭和23年法律第156

号。以下この項において「法」とい

う｡)に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの 

(1)～(16) （略） 

新 潟

市、三

条市、

村 上

市、糸

魚 川

市、阿

賀 野

市、南

魚 沼

市、聖

籠町、

関川村

及び粟

島浦村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31) 法第85条の規定による公示 

(32) 法第115条の２第１項の規定

による指定介護予防サービス事業

者の指定（第１号エからカまでに

掲げるものを除く。次号から第43

号までにおいて同じ｡) 

(33) （略） 

(34) （略） 

(35) （略） 

(36) （略） 

(37) （略） 

(38) （略） 

(39) （略） 

(40) （略） 

(41) （略） 

(42) （略） 

(43) （略） 

(44) （略） 
  
３ 母体保護法（昭和23年法律第156

号。以下この項において「法」とい

う｡)に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの 

(1)～(16) （略） 

新 潟

市、三

条市、

村 上

市、糸

魚 川

市、南

魚 沼

市、聖

籠町、

関川村

及び粟

島浦村 

 

 
  
３の２ 難病の患者に対する医療等に

関する法律（平成26年法律第50号。

以下この項において「法」という｡)

及び法の施行のための規則に基づく

事務のうち、次に掲げるもの 

(1) 法第６条第１項の規定による支

給認定の申請に係る書類の受理及

び県への送付 

(2) 法第10条第１項の規定による支

給認定の変更の申請に係る書類の

受理及び県への送付 

(3) 難病の患者に対する医療等に関

する法律施行規則（平成26年厚生

労働省令第121号。以下この項に

おいて「省令」という｡)第13条第

１項の規定による申請内容の変更

の届出に係る書類の受理及び県へ

新潟市 
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３の２ （略） （略） 
  
（略） 

(6) 産業労働観光部関係 

事      務 市町村 

（略） 

１の２ 商工会議所法（昭和28年法律

第143号。以下この項において「法」

という｡)に基づく事務のうち、次に

掲げるもの（２以上の市町村の区域

に係るものを除く｡) 

(1)・(2) （略） 

 

 

 

上越市 

２ 商工会議所法（以下この項におい

て「法」という｡)に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの（２以上の市町

村の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(4) （略) 

長 岡

市、新

発 田

市、小

千 谷

市、糸

魚川市

及び五

泉市 

（略） 

(7) （略） 

(8) 農地部関係 

事      務 市町村 

  １ 農地法（昭和27年法律第229号。

以下この項において「法」という｡)

に基づく事務のうち、次に掲げるも

の 

(1)～(13) （略） 

三 条

市、新

発 田

市、小

千 谷

市、加

茂市、

見 附

市、燕

市、妙

高市、

上 越

市、阿

賀 野

市、胎

内市、

聖 籠

町、弥

彦村、

の送付 

(4) 省令第26条の規定による医療受

給者証の再交付の申請に係る書類

の受理及び県への送付 
  
３の３ （略） （略） 
  
（略） 

(6) 産業労働観光部関係 

事      務 市町村 

（略） 

１の２ 商工会議所法（昭和28年法律

第143号。以下この項において「法」

という｡)に基づく事務のうち、次に

掲げるもの（２以上の市町村の区域

に係るものを除く｡) 

(1)・(2) （略） 

新発田

市、小

千 谷

市、糸

魚 川

市、五

泉市及

び上越

市 

２ 商工会議所法（以下この項におい

て「法」という｡)に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの（２以上の市町

村の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(4) （略) 

長 岡

市、小

千谷市

及び五

泉市 

 

 

 

 

（略） 

(7) （略） 

(8) 農地部関係 

事      務 市町村 

  １ 農地法（昭和27年法律第229号。

以下この項において「法」という｡)

に基づく事務のうち、次に掲げるも

の 

(1)～(13) （略) 

三 条

市、新

発 田

市、小

千 谷

市、加

茂市、

見 附

市、燕

市、妙

高市、

上 越

市、阿

賀 野

市、胎

内市、

聖 籠

町、弥

彦村、
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阿 賀

町、出

雲 崎

町、湯

沢町、

津 南

町、関

川村及

び粟島

浦村 
  
（略） 

(9) （略） 

出雲崎

町、湯

沢町、

津 南

町、関

川村及

び粟島

浦村 

 

 
  
（略） 

(9) （略） 

  （新潟県屋外広告物条例の一部改正） 

第２条 新潟県屋外広告物条例（平成７年新潟県条例第65号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  （事務処理の特例） 

第37条の３ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第

252条の17の２第１項の規定に基づき、次の表の

左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る市町村が処理することとする。 

事      務 市町村 

 （略） 

３ 法並びにこの条例及びこの条例の

施行のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの 

(1)～(6) （略） 

村 上 

市、上

越 市 ､

阿賀野

市、南

魚 沼

市、聖

籠町、

関川村

及び粟

島浦村 

    

（事務処理の特例） 

第37条の３ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第

252条の17の２第１項の規定に基づき、次の表の

左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る市町村が処理することとする。 

事      務 市町村 

 （略） 

３ 法並びにこの条例及びこの条例の

施行のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの 

(1)～(6) （略） 

上 越

市 ､ 阿

賀 野

市、南

魚 沼

市、聖

籠町、

関川村

及び粟

島浦村 

 

    

  （新潟県福祉のまちづくり条例の一部改正） 

第３条 新潟県福祉のまちづくり条例（平成８年新潟県条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)に対応する同表の

改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  （事務処理の特例） 

第26条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の17の２第１項の規定に基づき、この条例及び

この条例の施行のための規則に基づく事務のうち、

次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右

欄に掲げる市町村が処理することとする。 

事      務 市町村 

（略） 

（事務処理の特例） 

第26条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の17の２第１項の規定に基づき、この条例及び

この条例の施行のための規則に基づく事務のうち、

次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右

欄に掲げる市町村が処理することとする。 

事      務 市町村 

（略） 
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１の２ 次に掲げる事務 

(1)・(2) （略） 

新 潟 

市、長

岡市、

三 条

市、柏

崎市、

新 発 

田 市 

及び上

越市 

（略） 

２の２ 次に掲げる事務であって、公

共的施設の用途面積の合計が2,000

平方メートル以上である建築物の全

部又は一部を構成する公共的施設及

び特定公共的施設に係るもの以外の

もの 

(1)・(2) （略） 

十 日

町市、

見 附

市、村

上市、

燕 市

及び五

泉市 

（略） 

  

１の２ 次に掲げる事務 

(1)・(2) （略） 

長 岡

市、三

条市及

び上越

市 

 

 

 

 

 

（略） 

２の２ 次に掲げる事務であって、公

共的施設の用途面積の合計が2,000

平方メートル以上である建築物の全

部又は一部を構成する公共的施設及

び特定公共的施設に係るもの以外の

もの 

(1)・(2) （略） 

十 日

町市、

見 附

市、村

上 市 

及び燕

市 

 

（略） 

  

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第１条中新潟県知事の権限に属する事務の処理の特

例に関する条例別表第４号の表の改正は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に母体保護法（昭和23年法律第156号)､自然公園法（昭和32年法律第161号)､介護保険

法（平成９年法律第123号)､鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）及び

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律（平成25年法律第81

号）並びに新潟県屋外広告物条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為に係る事務の処理につ

いては、なお従前の例による。 
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新潟県条例第41号 

新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県手数料条例（平成12年新潟県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第３条関係） 

(1)～(3) （略） 

(4) 産業労働観光部関係 

 対象となる事務 名 称 区分 金 額 

（略） 

13 通訳案内士法

（昭和24年法律

第210号）第18

条の規定に基づ

く全国通訳案内

士の登録の申請

に対する審査 

全国通

訳案内

士登録

申請手

数料 

 （略） 

14 通訳案内士法第

23条第２項の規

定に基づく全国

通訳案内士登録

証の訂正 

全国通

訳案内

士登録

証訂正

手数料 

 （略） 

15 通訳案内士法第

24条の規定に基

づく全国通訳案

内士登録証の再

交付の申請に対

する審査 

全国通

訳案内

士登録

証再交

付申請

手数料 

 （略） 

（略） 

(5)～(9) （略） 

別表（第３条関係） 

(1)～(3) （略） 

(4) 産業労働観光部関係 

 対象となる事務 名 称 区分 金 額 

（略） 

13 通訳案内士法

（昭和24年法律

第210号）第18

条の規定に基づ

く通訳案内士の

登録の申請に対

する審査 

通訳案

内士登

録申請

手数料 

 （略） 

14 通訳案内士法第

23条第２項の規

定に基づく通訳

案内士登録証の

訂正 

通訳案

内士登

録証訂

正手数

料 

 （略） 

15 通訳案内士法第

24条の規定に基

づく通訳案内士

登録証の再交付

の申請に対する

審査 

通訳案

内士登

録証再

交付申

請手数

料 

 （略） 

（略） 

(5)～(9) （略） 

附 則 

 この条例は、平成30年１月４日から施行する。 
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新潟県条例第42号 

知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例（昭和28年新潟県条例第36号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

 （期末手当の額） 

第２条 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した特別の職員

にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在）において特別の職員が受けるべき給

与月額（知事、副知事、県議会議員、教育長、地

方公営企業管理者及び常勤の県監査委員にあつて

は、その額に給与月額に100分の45を乗じて得た

額を加算した額）に、６月に支給する場合におい

ては100分の155、12月に支給する場合においては 

 100分の175を乗じて得た額に、基準日以前６箇月

以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

２ （略） 

 （期末手当の額） 

第２条 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した特別の職員

にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在）において特別の職員が受けるべき給

与月額（知事、副知事、県議会議員、教育長、地

方公営企業管理者及び常勤の県監査委員にあつて

は、その額に給与月額に100分の45を乗じて得た

額を加算した額）に、６月に支給する場合におい

ては100分の155、12月に支給する場合においては 

 100分の170を乗じて得た額に、基準日以前６箇月

以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

２ （略） 

第２条 知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

 （期末手当の額） 

第２条 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した特別の職員

にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在）において特別の職員が受けるべき給

与月額（知事、副知事、県議会議員、教育長、地

方公営企業管理者及び常勤の県監査委員にあつて

は、その額に給与月額に100分の45を乗じて得た

額を加算した額）に、６月に支給する場合におい

ては100分の157.5、12月に支給する場合において

は100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前６

箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

２ （略） 

 （期末手当の額） 

第２条 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した特別の職員

にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在）において特別の職員が受けるべき給

与月額（知事、副知事、県議会議員、教育長、地

方公営企業管理者及び常勤の県監査委員にあつて

は、その額に給与月額に100分の45を乗じて得た

額を加算した額）に、６月に支給する場合におい

ては100分の155、12月に支給する場合においては 

 100分の175を乗じて得た額に、基準日以前６箇月

以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

２ （略） 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例（以下「改

正後の特別職期末手当支給条例」という｡)の規定は、平成29年12月１日から適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 改正後の特別職期末手当支給条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の知事、副

知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後
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の特別職期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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新潟県条例第44号 

新潟県個人情報保護条例の一部を改正する条例 

新潟県個人情報保護条例（平成17年新潟県条例第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「追加号」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く｡)に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)・(1)の２ （略） 

(1)の３ 要配慮個人情報 本人の人種、信条、

社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害

を被った事実その他本人に対する不当な差別、

偏見その他の不利益が生じないようにその取扱

いに特に配慮を要するものとして行政機関の保

有する個人情報の保護に関する法律施行令（平

成15年政令第548号）第４条に規定する記述等

が含まれる個人情報をいう。 

 (2)～(9) （略） 

 

 （収集の制限） 

第８条 （略） 

２ 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはなら

ない。ただし、要配慮個人情報の収集が次の各号

のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 

 

 (1)～(3) （略） 

３ （略） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)・(1)の２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)～(9) （略） 

 

 （収集の制限） 

第８条 （略） 

２ 実施機関は、思想、信条又は信教に関する個人

情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個

人情報を収集してはならない。ただし、当該個人

情報の収集が次の各号のいずれかに該当するとき

は、この限りでない。 

 (1)～(3) （略） 

３ （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 新潟県個人情報保護条例第２条第２号に掲げる実施機関は、この条例の施行前においても、改正後の第８条

第２項第３号に掲げる場合に該当するかどうかについて、新潟県個人情報保護審査会の意見を聴くことができ

る。 
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新潟県条例第45号 

新潟県行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例 

新潟県行政財産使用料徴収条例（昭和39年新潟県条例第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第２条関係） 

行政財産使用料の基準 

区分 使用の種類 単位 使用料（単位 円） 

土地 （略） 

 電気

通信

施設

その

他こ

れに

類す

るも

の以

外の

もの 

（略） 

 水管、

下水道

管、ガ

ス管そ

の他こ

れらに

類する

もの 

外 径 が

0.15メー

トル未満

のもの 

（略） 新

潟

市

部 

88 新

潟

市

以

外

の

市

部 

（略) 町

村

部 

27 

外 径 が

0.15メー

トル以上

0.2 メ ー

トル未満

のもの 

110 50 37 

外 径 が

0.2 メ ー

トル以上

0.4 メ ー

トル未満

のもの 

230 100 74 

   外 径 が

0.4 メ ー

トル以上

１メート

ル未満の

もの 

  590  250  180 

別表（第２条関係） 

行政財産使用料の基準 

区分 使用の種類 単位 使用料（単位 円） 

土地 （略） 

 電気

通信

施設

その

他こ

れに

類す

るも

の以

外の

もの 

（略） 

 水管、

下水道

管、ガ

ス管そ

の他こ

れらに

類する

もの 

外 径 が

0.15メー

トル未満

のもの 

（略） 新

潟

市

部 

79 新

潟

市

以

外

の

市

部 

（略） 町

村

部 

28 

外 径 が

0.15メー

トル以上

0.2 メ ー

トル未満

のもの 

100 49 38 

外 径 が

0.2 メ ー

トル以上

0.4 メ ー

トル未満

のもの 

210 97 75 

   外 径 が

0.4 メ ー

トル以上

１メート

ル未満の

もの 

  520  240  190 



 

 

号
 
外
 
１
 

新
 
 
潟

 
 
県

 
 
報

 
平
成
2
9
年

1
2
月
2
6
日

(
火
) 

9
3 

   外径が１   1,100  500  370 

   メートル

以上のも

の 

       

  （略） 

その他のもの（使

用面積が５平方メ

ートル未満のもの

に限る｡) 

（略） 新

潟

市

部 

1,900 新

潟

市

以

外

の

市

部 

840 町

村

部 

620 

（略） 

 備考 （略） 

   外径が１   1,000  490  380 

   メートル

以上のも

の 

       

  （略） 

その他のもの（使

用面積が５平方メ

ートル未満のもの

に限る｡) 

（略） 新

潟

市

部 

1,700 新

潟

市

以

外

の

市

部 

810 町

村

部 

630 

（略） 

 備考 （略） 
   

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第46号 

新潟県教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第23条第１項の規定に基づき、同項第１号

に掲げる教育に関する事務は、知事が管理し、及び執行することとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際本則に規定する事務に係る法令、条例、教育委員会規則その他の規程（以下この項にお

いて「法令等」という｡)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこ

の条例の施行の日前に法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後におい

ては知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、

知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

（新潟県スポーツ推進審議会に関する条例の一部改正） 

３ 新潟県スポーツ推進審議会に関する条例（昭和37年新潟県条例第23号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下この項において「追加項」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項

を除く｡)に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（組織） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 委員及び臨時委員は、スポーツに関し学識経験

のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知

事が任命する。 

 

（規則への委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、審議会の構

成、運営その他必要な事項については、規則で定

める。 

（組織） 

第２条 （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

（規則への委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、審議会の構

成、運営その他必要な事項については、教育委員

会規則で定める。 

（新潟県スポーツ推進審議会に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ この条例の施行の際現に新潟県スポーツ推進審議会の委員に任命されている者は、その際前項の規定による

改正後の新潟県スポーツ推進審議会に関する条例（以下この項において「新条例」という｡)第２条第３項の規

定により新潟県スポーツ推進審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該任命されたも

のとみなされる者の任期は、新条例第３条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の際における前項の規

定による改正前の新潟県スポーツ推進審議会に関する条例第３条第１項の規定による任期の残任期間と同一の

期間とする。 

（新潟県立長岡屋内総合プール条例の一部改正） 

５ 新潟県立長岡屋内総合プール条例（平成17年新潟県条例第43号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この項において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
（指定管理者による管理） 

第３条 屋内総合プールの管理は、法人その他の団

体であって知事が指定するもの（以下「指定管理

者」という｡)に行わせる。 

 

（指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うもの

とする。 

（指定管理者による管理） 

第３条 屋内総合プールの管理は、法人その他の団

体であって教育委員会が指定するもの（以下「指

定管理者」という｡)に行わせる。 

 

（指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うもの

とする。 
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(1)～(4) （略） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者に行

わせることが適当な業務として知事が定める業

務 

 

（開館時間又は休館日の変更） 

第７条 前２条の規定にかかわらず、指定管理者は、

必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承

認を得て、開館時間若しくは休館日を変更し、又

は臨時に休館することができる。 

 

（使用の承認等） 

第８条 屋内総合プールの施設又は附属設備で別表

第１、別表第２又は規則で定めるもの（以下「施

設等」という｡)を使用しようとする者は、指定管

理者の承認を受けなければならない。承認を受け

た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

 

２～４ （略） 

 

（使用承認の取消し等） 

第９条 指定管理者は、前条第１項の承認を受けた

者（以下「使用者」という｡)が次の各号のいずれ

かに該当すると認めるときは、その使用の承認を

取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止する

ことができる。 

(1)～(3) （略） 

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に

違反したとき。 

 

（利用料金） 

第10条 使用者（第13条第１項の規定により使用料

を知事に納めるものを除く｡)は、施設等のうち別

表第１、別表第２及び規則で定めるものの使用に

係る料金（以下「利用料金」という｡)を指定管理

者に納めなければならない。 

２ （略） 

３ 利用料金は、別表第１、別表第２又は規則で定

める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとす

る。この場合において、指定管理者は、あらかじ

め当該利用料金について知事の承認を受けなけれ

ばならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、同項

の規定により利用料金を定めることが適当でない

と認める場合には、あらかじめ知事の承認を得て、

利用料金を定めることができる。 

５ （略） 

 

（利用料金の免除） 

第11条 指定管理者は、規則で定める事由に該当す

ると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免

(1)～(4) （略） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者に行

わせることが適当な業務として教育委員会が定

める業務 

 

（開館時間又は休館日の変更） 

第７条 前２条の規定にかかわらず、指定管理者は、

必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員

会の承認を得て、開館時間若しくは休館日を変更

し、又は臨時に休館することができる。 

 

（使用の承認等） 

第８条 屋内総合プールの施設又は附属設備で別表

第１、別表第２又は教育委員会規則で定めるもの

（以下「施設等」という｡)を使用しようとする者

は、指定管理者の承認を受けなければならない。

承認を受けた事項を変更しようとするときも、同

様とする。 

２～４ （略） 

 

（使用承認の取消し等） 

第９条 指定管理者は、前条第１項の承認を受けた

者（以下「使用者」という｡)が次の各号のいずれ

かに該当すると認めるときは、その使用の承認を

取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止する

ことができる。 

(1)～(3) （略） 

(4) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規

則の規定に違反したとき。 

 

（利用料金） 

第10条 使用者（第13条第１項の規定により使用料

を知事に納めるものを除く｡)は、施設等のうち別

表第１、別表第２及び教育委員会規則で定めるも

のの使用に係る料金（以下「利用料金」という｡)

を指定管理者に納めなければならない。 

２ （略） 

３ 利用料金は、別表第１、別表第２又は教育委員

会規則で定める額の範囲内で、指定管理者が定め

るものとする。この場合において、指定管理者は、

あらかじめ当該利用料金について教育委員会の承

認を受けなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、同項

の規定により利用料金を定めることが適当でない

と認める場合には、あらかじめ教育委員会の承認

を得て、利用料金を定めることができる。 

５ （略） 

 

（利用料金の免除） 

第11条 指定管理者は、教育委員会規則で定める事

由に該当すると認めるときは、利用料金の全部又
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除することができる。 

 

（利用料金の不還付） 

第12条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還

付しない。ただし、規則で定める事由に該当する

と指定管理者が認めるときは、この限りでない。 

 

 

（使用料） 

第13条 使用者は、施設等のうち別表第２に定める

ものの使用（競技力向上又は大会の開催等を目的

とするものとして知事が定める利用形態のものに

限る｡)に係る使用料（以下「使用料」という｡)を

知事に納めなければならない。 

２ （略） 

 

（指定管理者の指定） 

第18条 第３条の規定による指定を受けようとする

ものは、規則で定めるところにより、知事に申請

しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請があったときは、

次に掲げる基準に照らして最も適切な屋内総合プ

ールの管理を行うことができると認めるものを指

定管理者として指定するものとする。 

(1)～(3) （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、知事は、民間資金

等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律（平成11年法律第117号）の規定に基づき

選定された民間事業者を指定管理者として指定す

ることができる。 

 

（指定管理者の告示） 

第19条 知事は、指定管理者を指定し、又は指定を

取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するも

のとする。 

 

（委任） 

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 

別表第１（第８条、第10条関係） 

（略） 

備考 

１・２ （略） 

３ 「障害者等」とは、15歳以上の者（中学校、

義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の

前期課程の生徒を除く｡)で次の各号のいずれ

かに該当するものをいう。 

(1)～(3) （略） 

(4) 前３号に掲げる者に準じる者として知事

が特に認めた者 

は一部を免除することができる。 

 

（利用料金の不還付） 

第12条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還

付しない。ただし、教育委員会規則で定める事由

に該当すると指定管理者が認めるときは、この限

りでない。 

 

（使用料） 

第13条 使用者は、施設等のうち別表第２に定める

ものの使用（競技力向上又は大会の開催等を目的

とするものとして教育委員会が定める利用形態の

ものに限る｡)に係る使用料（以下「使用料」とい

う｡)を知事に納めなければならない。 

２ （略） 

 

（指定管理者の指定） 

第18条 第３条の規定による指定を受けようとする

ものは、教育委員会規則で定めるところにより、

教育委員会に申請しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の規定による申請があった

ときは、次に掲げる基準に照らして最も適切な屋

内総合プールの管理を行うことができると認める

ものを指定管理者として指定するものとする。 

(1)～(3) （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、教育委員会は、民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律（平成11年法律第117号）の規定に

基づき選定された民間事業者を指定管理者として

指定することができる。 

 

（指定管理者の告示） 

第19条 教育委員会は、指定管理者を指定し、又は

指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示

するものとする。 

 

（委任） 

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育

委員会規則で定める。 

 

別表第１（第８条、第10条関係） 

（略） 

備考 

１・２ （略） 

３ 「障害者等」とは、15歳以上の者（中学校、

義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の

前期課程の生徒を除く｡)で次の各号のいずれ

かに該当するものをいう。 

(1)～(3) （略） 

(4) 前３号に掲げる者に準じる者として教育

委員会が特に認めた者 
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(5) その他規則で定める者 

４ （略） 

(5) その他教育委員会規則で定める者 

４ （略） 
  

（新潟県立武道館条例の一部改正） 

６ 新潟県立武道館条例（平成28年新潟県条例第51号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この項において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（指定管理者による管理） 

第２条 武道館の管理は、法人その他の団体であっ

て知事が指定するもの（以下「指定管理者」とい

う｡)に行わせる。 

 

（指定管理者の指定） 

第４条 第２条の規定による指定を受けようとする

ものは、規則で定めるところにより、知事に申請

しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請があったときは、

次に掲げる基準に照らして最も適切な武道館の管

理を行うことができると認めるものを指定管理者

として指定するものとする。 

(1)～(3) （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、知事は、民間資金

等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律（平成11年法律第117号）の規定に基づき

選定された民間事業者を指定管理者として指定す

ることができる。 

 

（指定管理者の告示） 

第５条 知事は、指定管理者を指定し、又は指定を

取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するも

のとする。 

 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 

附 則 

この条例中第１条から第３条までの規定は規則で

定める日から、その他の規定は公布の日から施行す

る。 

（指定管理者による管理） 

第２条 武道館の管理は、法人その他の団体であっ

て教育委員会が指定するもの（以下「指定管理者」

という｡)に行わせる。 

 

（指定管理者の指定） 

第４条 第２条の規定による指定を受けようとする

ものは、教育委員会規則で定めるところにより、

教育委員会に申請しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の規定による申請があった

ときは、次に掲げる基準に照らして最も適切な武

道館の管理を行うことができると認めるものを指

定管理者として指定するものとする。 

(1)～(3) （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、教育委員会は、民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律（平成11年法律第117号）の規定に

基づき選定された民間事業者を指定管理者として

指定することができる。 

 

（指定管理者の告示） 

第５条 教育委員会は、指定管理者を指定し、又は

指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示

するものとする。 

 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育

委員会規則で定める。 

 

附 則 

この条例中第１条から第３条までの規定は教育委

員会規則で定める日から、その他の規定は公布の日

から施行する。 
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新潟県条例第47号 

新潟県国民健康保険法施行条例 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 新潟県国民健康保険運営協議会（第２条－第６条） 

第３章 国民健康保険保険給付費等交付金（第７条・第８条） 

第４章 国民健康保険事業費納付金（第９条－第21条） 

第５章 雑則（第22条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、国民健康保険法（昭和33年法律第192号。以下「法」という｡)及び国民健康保険の国庫負担

金等の算定に関する政令（昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という｡)の施行に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

第２章 新潟県国民健康保険運営協議会 

（設置） 

第２条 法第11条第１項の規定に基づき、国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、新潟県国民

健康保険運営協議会（以下「協議会」という｡)を置く。 

（組織） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者を代表する委員 ３人 

(2) 保険医又は保険薬剤師（法第40条第１項に規定する保険医又は保険薬剤師をいう｡)を代表する委員 ３人 

(3) 公益を代表する委員 ３人 

(4) 被用者保険等保険者（法附則第10条第１項に規定する被用者保険等保険者をいう｡)を代表する委員 ２人 

２ 委員は、知事が任命する。 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、福祉保健部において行う。 

（委任） 

第６条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

第３章 国民健康保険保険給付費等交付金 

（普通交付金） 

第７条 算定政令第６条第１項の普通交付金は、同条第２項に規定する費用に応じ、知事が別に定めるところに

より、市町村に対して交付する。 

（特別交付金） 

第８条 算定政令第６条第１項の特別交付金は、同条第３項に規定する事情に応じ、知事が別に定めるところに

より、市町村に対して交付する。 

２ 法第72条の２第１項の規定による繰入金のうち、算定政令第６条第６項第３号に規定する特別交付金の交付

に充てられる部分は、同号に規定する事情に応じ、知事が別に定める。 

第４章 国民健康保険事業費納付金 

（国民健康保険事業費納付金の徴収） 

第９条 法第75条の７第１項の国民健康保険事業費納付金は、年度ごとに、市町村から徴収する。 

（医療費指数反映係数） 

第10条 算定政令第９条第１項第２号イの医療費指数反映係数は、同条第３項に規定する事情を勘案し、零以上

１以下の範囲内において知事が別に定める。 

（年齢調整後医療費指数） 

第11条 算定政令第９条第１項第２号ロの年齢調整後医療費指数は、同条第４項第１号に掲げる値とする。 

（一般納付金所得係数） 
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第12条 算定政令第９条第１項第３号イ(1)の一般納付金所得係数は、同条第５項第１号に掲げる額を同項第２号

に掲げる額で除して得た数を基準として、知事が別に定める。 

（一般納付金所得等割合） 

第13条 算定政令第９条第１項第３号イ(2)の一般納付金所得等割合は、同条第６項第１号に掲げる数とする。 

（一般納付金被保険者数等割合） 

第14条 算定政令第９条第１項第３号ロの一般納付金被保険者数等割合は、同条第７項第２号に掲げる数とする。 

（一般納付金被保険者均等割指数） 

第15条 算定政令第９条第７項第２号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、１未満の範囲

内において知事が別に定める。 

（後期高齢者支援金等納付金所得係数） 

第16条 算定政令第10条第１項第２号イ(1)の後期高齢者支援金等納付金所得係数は、同条第３項第１号に掲げる

額を同項第２号に掲げる額で除して得た数を基準として、知事が別に定める。 

（後期高齢者支援金等納付金所得等割合） 

第17条 算定政令第10条第１項第２号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、同条第４項第１号に掲げ

る数とする。 

（後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合） 

第18条 算定政令第10条第１項第２号ロの後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、同条第５項第１号に

掲げる数とする。 

（介護納付金納付金所得係数） 

第19条 算定政令第11条第１項第２号イ(1)の介護納付金納付金所得係数は、同条第３項第１号に掲げる額を同項

第２号に掲げる額で除して得た数を基準として、知事が別に定める。 

（介護納付金納付金所得等割合） 

第20条 算定政令第11条第１項第２号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合は、同条第４項第１号に掲げる数とす

る。 

（介護納付金賦課被保険者数等割合） 

第21条 算定政令第11条第１項第２号ロの介護納付金賦課被保険者数等割合は、同条第５項第１号に掲げる数と

する。 

第５章 雑則 

（委任） 

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 法附則第７条第１項に規定する退職被保険者等が県内に住所を有する場合における次の表の左欄に掲げる規

定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第11条 同条第４項第１号 算定政令附則第４条の規定により読み替えて適用される算定政令第９条

第４項第１号 

第12条 同条第５項第１号 算定政令附則第４条の規定により読み替えて適用される算定政令第９条

第５項第１号 

同項第２号 算定政令附則第４条の規定により読み替えて適用される同項第２号 

第13条 同条第６項第１号 算定政令附則第４条の規定により読み替えて適用される算定政令第９条

第６項第１号 

第16条 同条第３項第１号 算定政令附則第４条の規定により読み替えて適用される算定政令第10条

第３項第１号 

同項第２号 算定政令附則第４条の規定により読み替えて適用される同項第２号 

第17条 同条第４項第１号 算定政令附則第４条の規定により読み替えて適用される算定政令第10条

第４項第１号 

（新潟県国民健康保険運営協議会条例の廃止） 

３ 新潟県国民健康保険運営協議会条例（平成29年新潟県条例第11号）は、廃止する。 
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新潟県条例第48号 

新潟県児童福祉法施行条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という｡)の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（不服審査会の設置） 

第２条 知事は、法第56条の５の５第２項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という｡)第98条第１項の規定により、新潟県障

害児通所給付費等不服審査会（以下「不服審査会」という｡)を置く。 

２ 知事は、法第56条の５の５第１項の規定による審査請求（以下「審査請求」という｡)があったときは、次の

各号のいずれかに該当する場合を除き、不服審査会に審理を求めなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(2) 知事が障害保健福祉に係る専門的な審査を要しないと認めるとき。 

（委員の定数） 

第３条 法第56条の５の５第２項において準用する障害者総合支援法第98条第２項の条例で定める員数は、15人

以内において知事が定める数とする。 

（医師等に対する報酬） 

第４条 法第56条の５の５第２項において準用する障害者総合支援法第103条第２項の規定により支給する報酬の

額は、１件につき、特別職の職員の給与に関する条例（昭和27年新潟県条例第30号）別表に規定する附属機関

の構成員に係る報酬日額の上限の範囲内において知事が定める。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 

（過料） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、10万円以下の過料を科する。 

(1) 法第24条の４第２項の規定による入所受給者証の返還を求められてこれに応じない者 

(2) 正当の理由がないのに、法第57条の３第３項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、

若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁

をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第49号 

新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例の一部を改正する条例 

新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例（昭和48年新潟県条例第14号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)に対応する次の表の改正後の欄の表

中太線で囲まれた部分（以下「改正後表」という｡)が存在する場合には当該改正表を当該改正後表に改め、改正

表に対応する改正後表が存在しない場合には当該改正表を削り、改正後表に対応する改正表が存在しない場合に

は当該改正後表を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  

別表（第２条関係） 

試験、検査等の種類 

 

手数料の算定の単

位 

１ 

 

分

析 

（略） 

(2) 

定

量

分

析 

（略） 

ウ 溶液 （略） 

（略） 

    

 (3) 

機

器

分

析 

ア 機器による

定性分析又は

定量分析 

(ｱ) エックス

線回折試験 

(ｲ) 赤外分光

分析 

ａ マッピ

ング測定

を行わな

い場合 

ｂ マッピ

ング測定

を行う場

合 

(ｳ) （略） 

(ｴ) エックス

線マイクロ

アナライザ

ー分析 

ａ （略） 

ｂ マッピ

ング及び

プロファ

イル 

 

(ｵ)・(ｶ) （略） 

(ｷ) ガスクロ

マトグラフ

 

 

 

１試料１測定 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

 

別表（第２条関係） 

試験、検査等の種類 

 

手数料の算定の単

位 

１ 

 

分

析 

（略） 

(2) 

定

量

分

析 

（略） 

ウ 水溶液 （略） 

（略） 

    
 (3) 

機

器

分

析 

ア 機器による

定性分析又は

定量分析 

(ｱ) エックス

線回折試験 

(ｲ) 赤外分光

分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) （略） 

(ｴ) エックス

線マイクロ

アナライザ

ー分析 

ａ （略） 

ｂ カラー

マッピン

グ及びプ

ロファイ

ル 

(ｵ)・(ｶ) （略） 

(ｷ) ＯＮＨ分

析 

 

 

 

１試料 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

１試料１成分 
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質量分析 

ａ 液体注

入法 

ｂ 熱分解

法 

ｃ ヘッド

スペース

法 

ｄ ＭＳ／

ＭＳ法に

よる分析

の追加 

ｅ 質量ス

ペクトル

の解析の

追加 

(ｸ) 炭素硫黄

分析 

(ｹ) ラマン分

光分析 

ａ マッピ

ング測定

を行わな

い場合 

ｂ マッピ

ング測定

を行う場

合 

(ｺ) エックス

線光電子分

析 

 

１試料１測定 

 

〃 

 

〃 

 

 

１試料１測定１親

イオン 

 

 

１試料３成分まで 

１成分増すごとに 

 

 

１試料１成分 

 

 

 

１試料１測定 

 

 

 

〃 

 

 

 

１試料１測定１層 

    
  イ 試料調整 

(ｱ)～(ｵ) （略） 

(ｶ) ガスクロ

マトグラフ

質量分析 

 

（略） 

〃 

２ 

 

測

定 

(1) 

機

械

的

測

定 

ア 寸法又は形

状の測定 

(ｱ) 寸法の測

定 

 

(ｲ) 点群又は

形状曲線の

測定 

(ｳ) 点群から

の寸法算出

の追加 

 

 

１試料１固定５箇

所まで 

１箇所増すごとに 

１固定30分まで 

30分増すごとに 

 

１箇所 

 イ （略） （略） 

ウ 表面粗さの

測定 

１試料５箇所まで 

１箇所増すごとに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｸ) 炭素硫黄

分析 

(ｹ) ラマン分

光分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｺ) エックス

線光電子分

析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

１試料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

    
  イ 試料調整 

(ｱ)～(ｵ) （略） 

 

 

 

 

（略） 

２ 

 

測

定 

(1) 

機

械

的

測

定 

ア 寸法測定 １試料５箇所 

イ 形状測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１試料１断面 

 ウ （略） （略） 

エ 表面粗さの

測定 

１試料５箇所 
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エ （略） （略） 

  オ （略） （略） 

 カ （略） （略） 

 キ （略） （略） 

 ク （略） （略） 

 ケ （略） （略） 

 コ （略） （略） 

 サ （略） （略） 

 シ （略） （略） 

 ス （略） （略） 

(2) 

電

気

的

測

定 

（略） 

カ 騒音の測定 １測定１時間 

(3) 

光

学

的

測

定 

ア 顕微鏡試験 

(ｱ) 走査型電

子顕微鏡観

察 

ａ 元素分

析装置を

使用しな

い場合 

ｂ 元素分

析装置を

使用する

場合 

(ｲ)～(ｵ) （略） 

(ｶ) 電界放出

形電子顕微

鏡観察 

ａ 元素分

析装置を

使用しな

い場合 

ｂ 元素分

析装置を

使用する

場合 

ｃ ＥＢＳ

Ｄ解析の

追加 

ｄ 試料調

整 

(ｷ) 顕微鏡に

よる寸法測

定 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

 

１試料３視野まで 

１試料３視野を超

え１視野増すごと

に 

１試料３視野まで 

１試料３視野を超

え１視野増すごと

に 

１時間 

 

 

１試料１断面 

 

１試料５箇所まで 

１試料５箇所を超

え１箇所増すごと

に 
   
 イ 紫外可視分 １試料５箇所 

オ （略） （略） 

  カ （略） （略） 

 キ （略） （略） 

 ク （略） （略） 

 ケ （略） （略） 

 コ （略） （略） 

 サ （略） （略） 

 シ （略） （略） 

 ス （略） （略） 

 セ （略） （略） 

(2) 

電

気

的

測

定 

（略） 

カ 騒音の測定 １測定 

(3) 

光

学

的

測

定 

ア 顕微鏡試験 

(ｱ) 走査型電

子顕微鏡観

察 

ａ 分析装

置を使用

しない場

合 

ｂ 分析装

置を使用

する場合 

 

(ｲ)～(ｵ) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

（略） 

（略) 

 

 

（略） 

   
 イ 可視分光分  
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光測定 

 

 

 

 

 

 

 

    
  ウ 測色計によ

る測色又は色

差測定 

１試料５箇所 

 エ 照度、光沢

度、曇度、反

射率又は透過

率の測定 

１試料５箇所 

(4) 

熱

的

測

定 

（略） 

イ 熱伝導率 

 

 

 

 

 

（略） 

 ウ 温度の測定 

(ｱ) サーモグ

ラフィーに

よる場合 

(ｲ) その他の

場合 

 

１時間まで 

１時間を超え１時

間増すごとに 

５箇所１時間まで 

５箇所を超え１箇

所増すごとに 

 

１時間を超え１時

間増すごとに 

 エ 熱応力試験 （略） 

 オ 試料調整 １試料 

３ 

 

試

験 

(1) 

強

度

試

験 

（略） 

エ 超微小硬さ

試験 

１試料５箇所 

（略）  

(2) 

材

料

性

状

試

験 

ア プラスチッ

ク又は複合材 

(ｱ)・(ｲ) （略） 

 

 

(ｳ) （略） 

 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

  
イ 窯業材料又

は土石類 

 

(ｱ) 乾燥収縮

 

 

 

１試料 

析試験又は紫

外分光分析試

験 

(ｱ) 分光分析

試験 

(ｲ) 分光測色

試験 

 

 

 

１試料 

 

〃 

    
  ウ 色差計によ

る測色又は色

差試験 

１試料 

 エ 光沢試験 

 

 

 

１試料 

(4) 

熱

的

測

定 

（略） 

イ  熱伝導率

（ 簡 易 な も

の） 

（略） 

ウ 赤外線の放

射量（放射率

を含む｡) 

１試料 

 エ 温度の測定 

(ｱ) サーモグ

ラフィーに

よる場合 

(ｲ) その他の

場合 

 

１試料 

 

 

１試料５箇所まで     

１試料５箇所を超

え１箇所増すごと

に 

 

 

 オ 熱応力試験 

 

（略） 

３ 

 

試

験 

(1) 

強

度

試

験 

（略） 

エ 超微小硬さ

試験 

１試料 

（略）  

(2) 

材

料

性

状

試

験 

ア プラスチッ

ク及び複合材 

(ｱ)・(ｲ) （略） 

(ｳ) 荷重たわ

み温度測定 

(ｴ) （略） 

(ｵ) 試料調整 

 

 

（略） 

〃  

 

（略） 

〃 
   
 イ 窯業材料及

び土石類 

(ｱ) 粒度分析 

(ｲ) 乾燥収縮

 

 

１試料 

〃 
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率試験 

(ｲ) （略） 

(ｳ) （略） 

(ｴ) （略） 

(ｵ) （略） 

(ｶ) （略） 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

   
 （略） 

 エ 繊維 

(ｱ)～(ｸ) （略） 

 

（略） 

 オ 粒度分析 １試料 

  カ 試料調整 

(ｱ) プラスチ

ック又は複

合材 

(ｲ) 窯業材料

又は土石類 

 

１試料 

 

 

〃 

（略） 

 (4) 

電

気

試

験 

（略） 

イ イミュニテ

ィ試験又は耐

ノイズ試験 

(ｱ) 電波暗室

（登録）を

使用しない

場合 

(ｲ) 電波暗室

（登録）を

使用する場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

〃 

 (5) 

表

面

処

理

試

験 

ア 膜厚試験 

(ｱ)・(ｲ) （略） 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 （略） 

 (7) 

耐

食

（略） 

イ 試験中の試

料状態の記録 

１回 

率試験 

(ｳ) （略） 

(ｴ) （略） 

(ｵ) （略） 

(ｶ) （略） 

(ｷ) (略） 

(ｸ) 試料調整 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

〃 
   
 （略） 

 エ 繊維 

(ｱ)～(ｸ) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略）  

（略） 

 (4) 

電

気

試

験 

（略） 

イ イミュニテ

ィ試験又は耐

ノイズ試験 

(ｱ) 雷サージ

イミュニテ

ィ試験 

 

(ｲ) その他の

試験 

 

 

ａ 電波暗

室（登録）

を使用し

ない場合 

ｂ 電波暗

室（登録）

を使用す

る場合 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

〃  

 

 

 

〃 

 (5) 

表

面

処

理

試

験 

ア 膜厚試験 

(ｱ)・(ｲ) （略） 

(ｳ) その他の

方法による

試験 

 

（略） 

〃 

（略） 

 （略） 

 (7) 

耐

食

（略） 

イ キャス試験 

 

１試料１時間 
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試

験 

（略） 

 

 (8) 

耐

候

性

試

験 

（略） 

エ キセノンウ

エザーメータ

を使用する場

合 

１バッチ１時間 

 

オ カーボンア

ーク灯光によ

る耐光試験 

(ｱ) 照射10時

間以下 

(ｲ) 照射10時

間を超え20

時間以下 

(ｳ) 照射20時

間を超え40

時間以下 

(ｴ) 照射40時

間 を 超 え

100時間以

下 

 

 

 

（略） 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

  カ 試料調整 １試料 

 (9) 

耐

久

性

試

験 

（略） 

イ 加速寿命試

験 

１バッチ１時間 

ウ 振動衝撃試

験 

 

 

１試料１時間 

 (10)  

製

品

性

能

試

験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア （略） （略） 

イ （略） （略） 

ウ （略） （略） 
    
 (11)  

測

 ロックウェル

硬度計 

１台 

試

験 

（略） 

 

 (8) 

耐

候

性

試

験 

（略） 

 

 

 

 

エ カーボンア

ーク燈光によ

る耐光試験 

(ｱ) 照射10時

間以下 

(ｲ) 照射10時

間を超え20

時間以下 

(ｳ) 照射20時

間を超え40

時間以下 

(ｴ) 照射40時

間 を 超 え

100時間以

下 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

１試料増すごとに 

１試料 

１試料増すごとに 

 

１試料  

１試料増すごとに 

 

１試料 

１試料増すごとに 

 

 (9) 

耐

久

性

試

験 

（略） 

イ 加速寿命試

験 

１試料１時間 

ウ 振動衝撃試

験 

(ｱ) 振動試験 

(ｲ) 衝撃試験 

 

 

１試料１時間 

〃 

 (10)  

製

品

性

能

試

験 

ア スキー及び

スノーボード 

(ｱ) 曲げ弾性

試験 

(ｲ) ビス保持

試験 

(ｳ) 曲げ疲労

試験 

(ｴ) ねじり強

度試験 

(ｵ) 曲げ破壊

強度試験 

(ｶ) 温度特性

試験 

 

 

１箇所 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

１試料１時間 

イ （略） （略） 

ウ （略） （略） 

エ （略） （略） 
    
 (11)  

測

ア マイクロメ

ータ 

１台 
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定

機

器

試

験 

 

 

 

 

 

 
    
（略） 

 備考 （略） 

定

機

器

試

験 

イ ダイヤルゲ

ージ 

１台 

ウ 温度計 １台 

エ ノギス １台 

オ ロックウェ

ル硬度計 

１台 

（略） 

 備考 （略） 
  
附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第50号 

新潟県漁港管理条例の一部を改正する条例 

新潟県漁港管理条例（昭和33年新潟県条例第25号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第14条関係） 

(1) （略） 

(2) 占用料 

区  分 算定の

基礎 

占 用 料 の 額 

漁業関係

者 

漁業関係

者以外の

者 

（略） 

３ 管類を設置

する場合 

（略） （略） 180円 

（略） 

備考 （略） 

別表第１（第14条関係） 

(1) （略） 

(2) 占用料 

区  分 算定の

基礎 

占 用 料 の 額 

漁業関係

者 

漁業関係

者以外の

者 

（略） 

３ 管類を設置

する場合 

（略） （略） 190円 

（略） 

 備考 （略） 
  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前におけ

る占用に係る占用料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第51号 

新潟県国営土地改良事業負担金等徴収条例及び新潟県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する

条例 

（新潟県国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部改正） 

第１条 新潟県国営土地改良事業負担金等徴収条例（昭和33年新潟県条例第36号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)に対応する同表の

改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
 （負担金の徴収方法） 

第４条 （略） 

２ 第２条第１項に規定する者から徴収する負担金

に係る前項の元利均等年賦支払においては、その

支払期間は、当該事業が完了した年度（当該事業

によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの

間において農林水産大臣が管理しているものにつ

き国が法第87条の５第１項の規定により災害復旧

を併せ行う場合は、当該事業及び当該災害復旧の

全てが完了した年度）の翌年度の初日から起算し

て、土地改良法施行令（昭和24年政令第295号。

以下「政令」という｡)第52条第１項第１号の２及

び第５号に掲げる事業にあつては15年（据置期間

３年を含む｡)、その他の事業にあつては17年（据

置期間２年を含む｡)とし、利率は、土地改良法施

行令第52条の２等の農林水産大臣の定める率（平

成28年３月農林水産省告示第906号）に規定する

率（以下「農林水産大臣の定める率」という｡)と

する。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該

各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支

払期間は、当該各号に定める年度の初日から起算

する。 

 (1) 事業が完了する以前において、当該事業の施

行に係る地域内にある土地の一部につき当該事

業の完了によつて受けるべき利益の全てが発生

し、かつ、当該土地につき第２条第１項に規定

する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収

することが適当であると知事が認める場合 そ

の利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年

度で知事の指定する年度 

 (2)～(4) （略） 

３ 第２条第２項に規定する土地取得者から徴収す

る負担金に係る第１項の元利均等年賦支払におい

ては、その支払期間は、法第94条の８第５項の規

定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が

取得された年度の翌年度の初日から起算して25年

（据置期間３年を含む｡)とし、利率は、農林水産

大臣の定める率とする。 

４ 第２条第４項に規定する市町村に負担させる負

担金（次項に規定するものを除く｡)に係る第１項

の元利均等年賦支払には、第２項の規定を準用す

 （負担金の徴収方法） 

第４条 （略） 

２ 第２条第１項に規定する者から徴収する負担金

に係る前項の元利均等年賦支払においては、その

支払期間は、当該事業が完了した年度（当該事業

によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの

間において農林水産大臣が管理しているものにつ

き国が法第88条第１項の規定により災害復旧を併

せ行う場合は、当該事業及び当該災害復旧のすべ

てが完了した年度）の翌年度から起算して、土地

改良法施行令（昭和24年政令第295号。以下「政

令」という｡)第52条第１項第１号の２及び第５号

に掲げる事業にあつては15年（据置期間３年を含

む｡)、その他の事業にあつては17年（据置期間２

年を含む｡)とし、利率は、土地改良法施行令第52

条の２等の農林水産大臣の定める率（平成28年３

月農林水産省告示第906号）に規定する率（以下

「農林水産大臣の定める率」という｡)とする。た

だし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲

げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間

は、当該各号に定める年度から起算する。 

 

 (1) 事業が完了する以前において、当該事業の施

行に係る地域内にある土地の一部につき当該事

業の完了によつて受けるべき利益のすべてが発

生し、かつ、当該土地につき第２条第１項に規

定する者から当該土地に係る前項の負担金を徴

収することが適当であると知事が認める場合 

その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後

の年度で知事の指定する年度 

 (2)～(4) （略） 

３ 第２条第２項に規定する土地取得者から徴収す

る負担金に係る第１項の元利均等年賦支払におい

ては、その支払期間は、法第94条の８第５項の規

定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が

取得された年度の翌年度から起算して25年（据置

期間３年を含む｡)とし、利率は、農林水産大臣の

定める率とする。 

４ 第２条第４項に規定する市町村に負担させる負

担金（次項に規定するものを除く｡)に係る第１項

の元利均等年賦支払には、第２項の規定を準用す
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る。この場合において、同項第１号中「当該土地

につき第２条第１項に規定する者から当該土地に

係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当

該市町村に当該負担金のうちその利益の全てが発

生した土地に係る部分の額を負担させること」と、

同項第２号中「当該事業の施行に係る地域内にあ

る土地につき第２条第１項に規定する者から同号

に規定する指定事業費額（以下「指定事業費額」

という｡)に係る前項の負担金（次号に掲げる場合

に該当する場合であつて、政令第52条の２第４項

第３号に規定する第１種指定工事等事業費額（以

下「第１種指定工事等事業費額」という｡)に係る

前項の負担金を負担させているときは、当該指定

事業費額に係る同項の負担金から当該第１種指定

工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担

金）を徴収すること」とあるのは「当該市町村に

当該負担金のうち同号に規定する指定事業費額

（以下「指定事業費額」という｡)に係る部分の額

（次号に掲げる場合に該当する場合であつて、政

令第52条の２第４項第３号に規定する第１種指定

工事等事業費額（以下「第１種指定工事等事業費

額」という｡)に係る部分の額を負担させていると

きは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該

第１種指定工事等事業費額に係る部分の額を除い

た額）を負担させること」と、同項第３号中「当

該事業の施行に係る地域内にある土地につき第２

条第１項に規定する者から指定事業費額に係る前

項の負担金（第１種指定工事等事業費額に係る同

項の負担金に限る｡)を徴収すること」とあるのは

「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に

係る部分の額（第１種指定工事等事業費額に係る

部分の額に限る｡)を負担させること」と､｢前項の

負担金については、当該第１種指定工事等が完了

した年度の翌年度以後の年度で知事が当該負担金

の徴収を受けるべき者の３分の２以上の同意を得

て」とあるのは「部分の額については、当該第１

種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度

で知事が当該市町村の同意を得て」と、同項第４

号中「当該事業の施行に係る地域内にある土地に

つき第２条第１項に規定する者から同号に規定す

る第１種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴

収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担

金のうち同号に規定する第１種工事等事業費額に

係る部分の額を負担させること」と､｢前項の負担

金については、当該第１種工事等が完了した年度

の翌年度以後の年度で知事が当該負担金の徴収を

受けるべき者の３分の２以上の同意を得て」とあ

るのは「部分の額については、当該第１種工事等

が完了した年度の翌年度以後の年度で知事が当該

市町村の同意を得て」と読み替えるものとする。 

５ （略） 

る。この場合において、同項第１号中「当該土地

につき第２条第１項に規定する者から当該土地に

係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当

該市町村に当該負担金のうちその利益のすべてが

発生した土地に係る部分の額を負担させること」

と、同項第２号中「当該事業の施行に係る地域内

にある土地につき第２条第１項に規定する者から

同号に規定する指定事業費額（以下「指定事業費

額」という｡)に係る前項の負担金（次号に掲げる

場合に該当する場合であつて、政令第52条の２第

４項第３号に規定する第１種指定工事等事業費額

（以下「第１種指定工事等事業費額」という｡)に

係る前項の負担金を負担させているときは、当該

指定事業費額に係る同項の負担金から当該第１種

指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた

負担金）を徴収すること」とあるのは「当該市町

村に当該負担金のうち同号に規定する指定事業費

額（以下「指定事業費額」という｡)に係る部分の

額（次号に掲げる場合に該当する場合であつて、

政令第52条の２第４項第３号に規定する第１種指

定工事等事業費額（以下「第１種指定工事等事業

費額」という｡)に係る部分の額を負担させている

ときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当

該第１種指定工事等事業費額に係る部分の額を除

いた額）を負担させること」と、同項第３号中「当

該事業の施行に係る地域内にある土地につき第２

条第１項に規定する者から指定事業費額に係る前

項の負担金（第１種指定工事等事業費額に係る同

項の負担金に限る｡)を徴収すること」とあるのは

「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に

係る部分の額（第１種指定工事等事業費額に係る

部分の額に限る｡)を負担させること」と､｢前項の

負担金については、当該第１種指定工事等が完了

した年度の翌年度以後の年度で知事が当該負担金

の徴収を受けるべき者の３分の２以上の同意を得

て」とあるのは「部分の額については、当該第１

種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度

で知事が当該市町村の同意を得て」と、同項第４

号中「当該事業の施行に係る地域内にある土地に

つき第２条第１項に規定する者から同号に規定す

る第１種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴

収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担

金のうち同号に規定する第１種工事等事業費額に

係る部分の額を負担させること」と､｢前項の負担

金については、当該第１種工事等が完了した年度

の翌年度以後の年度で知事が当該負担金の徴収を

受けるべき者の３分の２以上の同意を得て」とあ

るのは「部分の額については、当該第１種工事等

が完了した年度の翌年度以後の年度で知事が当該

市町村の同意を得て」と読み替えるものとする。 

５ （略） 
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 （特別徴収金の徴収等） 

第５条 特別徴収金は、事業（法第87条の２第１項

の規定により行われる同項第１号の事業、法第90

条第８項に規定する国営市町村特別申請事業及び

法第87条の４第１項又は第87条の５第１項の規定

により国が行う土地改良事業を除く。以下この項

及び第３項において同じ｡)の施行に係る地域内に

ある土地につき法第３条に規定する資格を有する

者が、当該事業の工事の完了につき法第113条の

３第３項の規定による公告があつた日（その日前

に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域

について当該事業によつて受ける利益の全てが発

生したと認めてその旨を公告したときは、その公

告した日）以後８年を経過する日までの間に、当

該土地を法第90条の２第１項に規定する目的外用

途（以下「目的外用途」という｡)に供するため所

有権の移転等（所有権の移転又は地上権、賃借権

その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若

しくは移転をいう。以下同じ｡)をした場合又は当

該土地を自ら目的外用途に供した場合（当該土地

を目的外用途に供するため所有権の移転等を受け

て、目的外用途に供した場合を除く｡)に、一時的

に目的外用途に供するため所有権の移転等をした

場合、目的外用途に供するため所有権の移転等を

する際に既に当該土地が災害等により当該事業に

よる利益を受けていないものとなつている場合そ

の他政令第53条の９に規定する場合を除き、その

者から徴収する。 

２・３ （略） 

 

 （特別徴収金の徴収等） 

第５条 特別徴収金は、事業（法第87条の２第１項

の規定により行われる同項第１号の事業、法第90

条第８項に規定する国営市町村特別申請事業及び

法第88条第１項の規定により国が行う土地改良事

業を除く。以下この項及び第３項において同じ｡)

の施行に係る地域内にある土地につき法第３条に

規定する資格を有する者が、当該事業の工事の完

了につき法第113条の２第３項の規定による公告

があつた日（その日前に、農林水産大臣が、当該

土地を含む一定の地域について当該事業によつて

受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を

公告したときは、その公告した日）以後８年を経

過する日までの間に、当該土地を法第90条の２第

１項に規定する目的外用途（以下「目的外用途」

という｡)に供するため所有権の移転等（所有権の

移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を

目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下

同じ｡)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途

に供した場合（当該土地を目的外用途に供するた

め所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した

場合を除く｡)に、一時的に目的外用途に供するた

め所有権の移転等をした場合、目的外用途に供す

るため所有権の移転等をする際に既に当該土地が

災害等により当該事業による利益を受けていない

ものとなつている場合その他政令第53条の９に規

定する場合を除き、その者から徴収する。 

 

２・３ （略） 
  

（新潟県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部改正） 

第２条 新潟県営土地改良事業分担金等徴収条例（昭和45年新潟県条例第18号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
 （特別徴収金の徴収等） 

第５条 県は、事業であつて知事が別に定めるもの

の施行に係る地域内にある土地につき第２条第１

項に規定する者が、当該事業の工事の完了につき

法第113条の３第３項の規定による公告があつた

日（その公告において工事完了の日が示されたと

きは、その示された日）の属する年度の翌年度か

ら起算して８年を経過する日までの間に、当該土

地の全部若しくは一部を当該事業の計画において

予定した用途以外の用途（以下この項において「目

的外用途」という｡)に供するため所有権の移転等

（所有権の移転又は地上権、賃借権その他使用及

び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をい

う。以下同じ｡)をした場合又は当該土地の全部若

しくは一部を自ら目的外用途に供した場合（当該

土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を

 （特別徴収金の徴収等） 

第５条 県は、事業であつて知事が別に定めるもの

の施行に係る地域内にある土地につき第２条第１

項に規定する者が、当該事業の工事の完了につき

法第113条の２第３項の規定による公告があつた

日（その公告において工事完了の日が示されたと

きは、その示された日）の属する年度の翌年度か

ら起算して８年を経過する日までの間に、当該土

地の全部若しくは一部を当該事業の計画において

予定した用途以外の用途（以下この項において「目

的外用途」という｡)に供するため所有権の移転等

（所有権の移転又は地上権、賃借権その他使用及

び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をい

う。以下同じ｡)をした場合又は当該土地の全部若

しくは一部を自ら目的外用途に供した場合（当該

土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を
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受けて、目的外用途に供した場合を除く｡)には、

その者から、特別徴収金を徴収する。 

２～４ （略） 

受けて、目的外用途に供した場合を除く｡)には、

その者から、特別徴収金を徴収する。 

２～４ （略） 
  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第52号 

新潟県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

新潟県道路占用料徴収条例（昭和28年新潟県条例第16号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正後表」という｡)に対応する次の表の改正前の欄の

表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)が存在する場合には当該改正表を当該改正後表に改め、改正

後表に対応する改正表が存在しない場合には当該改正後表を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第２条関係） 

占 用 物 件 占 用 料 

単位 所 在 地 

市 町村 

法第32

条第１

項第１

号に掲

げる工

作物 

第１種電柱 （略） 470 340 

第２種電柱 720 530 

第３種電柱 970 710 

第１種電話柱 420 （略） 

第２種電話柱 670 490 

第３種電話柱 920 680 

その他の柱類 42 （略） 

 （略） （略） （略） 

 地下に設ける

電線その他の

線類 

 （略） １ 

 路上に設ける

変圧器 

（略） 410 300 

 地下に設ける

変圧器 

（略） 250 180 

 変圧塔その他

これに類する

もの及び公衆

電話所 

（略） 840 620 

 郵便差出箱及

び信書便差出

箱 

 350 （略） 

 広告塔 （略） 1,800 890 

 その他のもの （略） 840 620 
     
法第32

条第１

項第２

号に掲

げる物

件 

外径が0.15メ

ートル未満の

もの 

（略） （略） 27 

外径が0.15メ

ー ト ル 以 上

0.2メートル

未満のもの 

50 37 

外径が 0.2メ

ー ト ル 以 上

0.4メートル

未満のもの 

100 74 

別表（第２条関係） 

占 用 物 件 占 用 料 

単位 所 在 地 

市 町村 

法第32

条第１

項第１

号に掲

げる工

作物 

第１種電柱 （略） 450 350 

第２種電柱 700 540 

第３種電柱 940 730 

第１種電話柱 410 （略） 

第２種電話柱 650 500 

第３種電話柱 890 690 

その他の柱類 41 （略） 

 （略） （略） （略） 

 地下に設ける

電線その他の

線類 

 （略） ２ 

 路上に設ける

変圧器 

（略） 400 310 

 地下に設ける

変圧器 

（略） 240 190 

 変圧塔その他

これに類する

もの及び公衆

電話所 

（略） 810 630 

 郵便差出箱及

び信書便差出

箱 

 340 （略） 

 広告塔 （略） 2,000 970 

 その他のもの （略） 810 630 
     
法第32

条第１

項第２

号に掲

げる物

件 

外径が0.15メ

ートル未満の

もの 

（略） （略） 28 

外径が0.15メ

ー ト ル 以 上

0.2メートル

未満のもの 

49 38 

外径が0.2メ

ー ト ル 以 上

0.4メートル

未満のもの 

97 75 
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外径が 0.4メ

ートル以上１

メートル未満

のもの 

250 180 

外径が１メー

トル以上のも

の 

500 370 

     
法第32条第１項第３号

及び第４号に掲げる施

設 

（略） 840 620 

法第32

条第１

項第５

号に掲

げる施

設 

地下

街及

び地

下室 

階数が

１のも

の 

Ａに 0.005を乗

じて得た額 

階数が

２のも

の 

Ａに 0.008を乗

じて得た額 

階数が

３以上

のもの 

Ａに0.01を乗じ

て得た額 

上空に設ける

通路 

920 440 

地下に設ける

通路 

550 260 

その他のもの 840 620 

法第32

条第１

項第６

号に掲

げる施

設 

祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的

に設けるもの 

（略） 18 ８ 

その他のもの （略） 180 89 

      
政令第

７条第

１号に

掲げる

物件 

看板

（ア

ーチ

であ

るも

のを

除

く｡) 

一時的

に設け

るもの 

（略） 180 89 

その他

のもの 

（略） 1,800 890 

標識 （略） 670 490 

旗ざ

お 

祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

（略） 18 ８ 

その他

のもの 

（略） 180 89 

     
幕 祭礼、 （略） 18 ８ 

外径が0.4メ

ートル以上１

メートル未満

のもの 

240 190 

外径が１メー

トル以上のも

の 

490 380 

     
法第32条第１項第３号

及び第４号に掲げる施

設 

（略） 810 630 

法第32

条第１

項第５

号に掲

げる施

設 

地下

街及

び地

下室 

階数が

１のも

の 

Ａに 0.004を乗

じて得た額 

階数が

２のも

の 

Ａに 0.007を乗

じて得た額 

階数が

３以上

のもの 

Ａに 0.008を乗

じて得た額 

上空に設ける

通路 

980 490 

地下に設ける

通路 

590 290 

その他のもの 810 630 

法第32

条第１

項第６

号に掲

げる施

設 

祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的

に設けるもの 

（略） 20 10 

その他のもの （略） 200 97 

      
政令第

７条第

１号に

掲げる

物件 

看板

（ア

ーチ

であ

るも

のを

除

く｡) 

一時的

に設け

るもの 

（略） 200 97 

その他

のもの 

（略） 2,000 970 

標識 （略） 650 500 

旗ざ

お 

祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

（略） 20 10 

その他

のもの 

（略） 200 97 

     
幕 祭礼、 （略） 20 10 
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（政

令第

７条

第４

号に

掲げ

る工

事用

施設

であ

るも

のを

除

く｡) 

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 
    
その他

のもの 

（略） 180 89 

アー

チ 

車道を

横断す

るもの 

（略） 1,800 890 

その他

のもの 

920 440 

      
政令第７条第２号に掲

げる工作物 

（略） 840 620 

政令第７条第３号に掲

げる施設 

（略） Ａに 0.034を乗

じて得た額 

政令第７条第４号に掲

げる工事用施設及び同

条第５号に掲げる工事

用材料 

（略） 180 89 

政令第７条第６号に掲

げる仮設建築物及び同

条第７号に掲げる施設 

 84 62 

     
政令第

７条第

８号に

掲げる

施設 

トンネルの上

又は高架の道

路の路面下に

設けるもの 

（略） Ａに 

0.017

を乗じ

て得た

額 

Ａに 

0.024

を乗じ

て得た

額 

上空に設ける

もの 

Ａに 0.024を乗

じて得た額 

地下

（ト

ンネ

ルの

上の

地下

を除

く｡)

に設

ける

もの 

階数が

１のも

の 

Ａに 0.005を乗

じて得た額 

階数が

２のも

の 

Ａに 0.008を乗

じて得た額 

階数が

３以上

のもの 

Ａに0.01を乗じ

て得た額 

  
その他のもの Ａに 0.034を乗

（政

令第

７条

第４

号に

掲げ

る工

事用

施設

であ

るも

のを

除

く｡) 

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 
    
その他

のもの 

（略） 200 97 

アー

チ 

車道を

横断す

るもの 

（略） 2,000 970 

その他

のもの 

980 490 

      
政令第７条第２号に掲

げる工作物 

（略） 810 630 

政令第７条第３号に掲

げる施設 

（略） Ａに 0.028を乗

じて得た額 

政令第７条第４号に掲

げる工事用施設及び同

条第５号に掲げる工事

用材料 

（略） 200 97 

政令第７条第６号に掲

げる仮設建築物及び同

条第７号に掲げる施設 

 81 63 

     
政令第

７条第

８号に

掲げる

施設 

トンネルの上

又は高架の道

路の路面下に

設けるもの 

（略） Ａに 

0.016

を乗じ

て得た

額 

Ａに 

0.02を

乗じて

得た額 

上空に設ける

もの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａに0.02を乗じ

て得た額 

  
その他のもの Ａに 0.028を乗
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じて得た額 
   
政令第

７条第

９号に

掲げる

施設 

建築物 Ａに 

0.017

を乗じ

て得た

額 

Ａに 

0.024

を乗じ

て得た

額 

その他のもの Ａに 

0.012

を乗じ

て得た

額 

Ａに 

0.017

を乗じ

て得た

額 

政令第

７条第

10号に

掲げる

施設及

び自動

車駐車

場 

建築物 Ａに 0.024を乗

じて得た額 

その他のもの Ａに 

0.012

を乗じ

て得た

額 

Ａに 

0.017

を乗じ

て得た

額 

政令第

７条第

11号に

掲げる

応急仮

設建築

物 

トンネルの上

又は高架の道

路の路面下に

設けるもの 

Ａに 

0.017

を乗じ

て得た

額 

Ａに 

0.024

を乗じ

て得た

額 

上空に設ける

もの 

Ａに 0.024を乗

じて得た額 

その他のもの Ａに 0.034を乗

じて得た額 

政令第７条第12号に掲

げる器具 

Ａに 0.034を乗

じて得た額 

政令第

７条第

13号に

掲げる

施設 

トンネルの上

又は自動車専

用道路（高架

の も の に 限

る｡)の路面下

に設けるもの 

Ａに 

0.017

を乗じ

て得た

額 

Ａに 

0.024

を乗じ

て得た

額 

上空に設ける

もの 

Ａに 0.024を乗

じて得た額 

その他のもの Ａに 0.034を乗

じて得た額 

備考 （略） 

じて得た額 
   
政令第

７条第

９号に

掲げる

施設 

建築物 Ａに 

0.016

を乗じ

て得た

額 

Ａに 

0.02を

乗じて

得た額 

その他のもの Ａに 

0.011

を乗じ

て得た

額 

Ａに 

0.014

を乗じ

て得た

額 

政令第

７条第

10号に

掲げる

施設及

び自動

車駐車

場 

建築物 Ａに0.02を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに 

0.011

を乗じ

て得た

額 

Ａに 

0.014

を乗じ

て得た

額 

政令第

７条第

11号に

掲げる

応急仮

設建築

物 

トンネルの上

又は高架の道

路の路面下に

設けるもの 

Ａに 

0.016

を乗じ

て得た

額 

Ａに 

0.02を

乗じて

得た額 

上空に設ける

もの 

Ａに0.02を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに 0.028を乗

じて得た額 

政令第７条第12号に掲

げる器具 

Ａに 0.028を乗

じて得た額 

政令第

７条第

13号に

掲げる

施設 

トンネルの上

又は自動車専

用道路（高架

の も の に 限

る｡)の路面下

に設けるもの 

Ａに 

0.016

を乗じ

て得た

額 

Ａに 

0.02を

乗じて

得た額 

上空に設ける

もの 

Ａに0.02を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに 0.028を乗

じて得た額 

備考 （略） 
  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき

占用料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第53号 

新潟県都市公園条例の一部を改正する条例 

新潟県都市公園条例（昭和60年新潟県条例第46号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「移動後条等」という｡)に対応する同表の改正前の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び

項（以下「移動条等」という｡)が存在する場合には当該移動条等を当該移動後条等とし、移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合には当該移動後条等（以下「追

加条等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条及び項

の表示並びに追加条等を除く｡)に改める。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
（公園施設の建築面積の基準の特例） 

第１条の４ （略） 

２～４ （略） 

５ 政令第６条第６項に規定する場合に関する法第５条の９第１項の規定により

読み替えて適用する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、政令第６

条第６項に規定する公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷

地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超える

ことができることとする。 

 

（公園施設に関する制限） 

第１条の５ 政令第８条第１項の条例で定める割合は、100分の50とする。 

 

第１条の６ （略） 

 

（指定管理者による管理） 

第15条の３ （略） 

２ （略） 

３ 指定管理者による管理の場合における第１条の６第２項の規定の適用につい

ては、同項中「知事」とあるのは「指定管理者」と､｢ときは」とあるのは「と

きは、あらかじめ知事の承認を得て」とする。 

 

第19条 法第５条の11の規定により知事に代わつてその権限を行う者は、この章

の規定の適用については、知事とみなす。 

（公園施設の建築面積の基準の特例） 

第１条の４ （略） 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条の５ （略） 

 

（指定管理者による管理） 

第15条の３ （略） 

２ （略） 

３ 指定管理者による管理の場合における第１条の５第２項の規定の適用につい

ては、同項中「知事」とあるのは「指定管理者」と､｢ときは」とあるのは「と

きは、あらかじめ知事の承認を得て」とする。 

 

第19条 法第５条の３の規定により知事に代わつてその権限を行う者は、この章

の規定の適用については、知事とみなす。 
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別表第１（第１条の６関係） 

 （略） 

 

別表第２（第10条関係） 

(1) （略） 

(2) 法第６条第１項又は第３項の規定による都市公園の占用の許可を受けた場

合 

区   分 単位 金   額 

  新 潟 市 新潟市以外の市 町   村 

電柱

その

他こ

れに

類す

るも

の 

第１種電柱 （略） 1,100円 470円 340円 

第２種電柱 1,600円 720円 530円 

第３種電柱 2,200円 970円 710円 

第１種電話柱 980円 420円 （略） 

第２種電話柱 1,500円 670円 490円 

第３種電話柱 2,100円 920円 680円 

その他の柱類 98円 42円 （略） 

水道

管、

下水

道

管、

ガス

管そ

の他

これ

らに

類す

るも

の 

外径が0.15メ

ートル未満の

もの 

（略） 88円 37円 27円 

外径が0.15メ

ートル以上

0.2メートル

未満のもの 

110円 50円 37円 

外径が0.2メ

ートル以上

0.4メートル

未満のもの 

230円 100円 74円 

    
外径が0.4メ

ートル以上１ 

メートル未満 

590円 250円 180円 

 

別表第１（第１条の５関係） 

 （略） 

 

別表第２（第10条関係） 

(1) （略） 

(2) 法第６条第１項又は第３項の規定による都市公園の占用の許可を受けた場

合 

区   分 単位 金   額 

  新 潟 市 新潟市以外の市 町   村 

電柱

その

他こ

れに

類す

るも

の 

第１種電柱 （略） 980円 450円 350円 

第２種電柱 1,500円 700円 540円 

第３種電柱 2,000円 940円 730円 

第１種電話柱 870円 410円 （略） 

第２種電話柱 1,400円 650円 500円 

第３種電話柱 1,900円 890円 690円 

その他の柱類 87円 41円 （略） 

水道

管、

下水

道

管、

ガス

管そ

の他

これ

らに

類す

るも

の 

外径が0.15メ

ートル未満の

もの 

（略） 79円 37円 28円 

外径が0.15メ

ートル以上

0.2メートル

未満のもの 

100円 49円 38円 

外径が0.2メ

ートル以上

0.4メートル

未満のもの 

210円 97円 75円 

    
外径が0.4メ

ートル以上１ 

メートル未満 

520円 240円 190円 
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のもの 
    
外径が１メー

トル以上のも

の 

1,100円 500円 370円 

変圧塔その他これに

類するもの及び公衆

電話所 

（略） 1,900円 840円 620円 

郵便差出箱及び信書

便差出箱 

（略） 820円 350円 （略） 

競技会、集

会、展示会そ

の他これらに

類する催しの

ために設けら

れる仮設工作

物 

占用

期間

が１

月未

満の

場合 

（略） （略） 19円 ９円 

占用

期間

が１

月以

上の

場合 

（略） （略） 18円 ８円 

標識 （略） 1,500円 670円 490円 

工事用板囲い、足場、

詰所その他工事用施

設 

（略） （略） 180円 89円 

土石、竹木その他の

工事用材料の置場 

（略） （略） 180円 89円 

 (3)～(8) （略） 

 備考 （略） 

のもの 
    
外径が１メー

トル以上のも

の 

1,000円 490円 380円 

変圧塔その他これに

類するもの及び公衆

電話所 

（略） 1,700円 810円 630円 

郵便差出箱及び信書

便差出箱 

（略） 730円 340円 （略） 

競技会、集

会、展示会そ

の他これらに

類する催しの

ために設けら

れる仮設工作

物 

占用

期間

が１

月未

満の

場合 

（略） （略） 22円 11円 

占用

期間

が１

月以

上の

場合 

（略） （略） 20円 10円 

標識 （略） 1,400円 650円 500円 

工事用板囲い、足場、

詰所その他工事用施

設 

（略） （略） 200円 97円 

土石、竹木その他の

工事用材料の置場 

（略） （略） 200円 97円 

 (3)～(8) （略） 

 備考 （略） 
   

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例中別表第２の改正及び次項の規定は平成30年４月１日から、その他の改正は公布の日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 改正後の別表第２の規定は、平成30年４月１日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第54号 

新潟県港湾管理条例の一部を改正する条例 

 新潟県港湾管理条例（昭和38年新潟県条例第11号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第６条関係） 

港湾

施設

及び

その

使用

の区

分 

使用料算定の基礎 国際拠

点港湾 

重要港湾 地方港湾 

新潟港 直江津

港 

両津港 

小木港 

柏崎港 

姫川港 

岩船港 

寺泊港 

赤泊港 

二見港 

（略） 

港湾

施設

用地 

（略） 

埋設

管又

は架

空管

類 

外径が0.15

メートル未

満のもの 

(略) 88円 （略） 

外径が0.15

メートル以

上 0.2メー

トル未満の

もの 

(略) 110円 50円 50円 50円 50円 

 外径が 0.2

メートル以

上 0.4メー 

(略) 230円 100円 100円 100円 100円 

  トル未満の

もの 

      

         
  外径が 0.4

メートル以

上 1.0メー

トル未満の

(略) 590円 250円 250円 250円 250円 

別表 （第６条関係） 

港湾

施設

及び

その

使用

の区

分 

使用料算定の基礎 国際拠

点港湾 

重要港湾 地方港湾 

新潟港 直江津

港 

両津港 

小木港 

柏崎港 

姫川港 

岩船港 

寺泊港 

赤泊港 

二見港 

（略） 

港湾

施設

用地 

（略） 

埋設

管又

は架

空管

類 

外径が0.15

メートル未

満のもの 

(略) 79円 （略） 

外径が0.15

メートル以

上 0.2メー

トル未満の

もの 

(略) 100円 49円 49円 49円 49円 

 外径が 0.2

メートル以

上 0.4メー 

(略) 210円 97円 97円 97円 97円 

  トル未満の

もの 

      

         
  外径が 0.4

メートル以

上 1.0メー

トル未満の

(略) 520円 240円 240円 240円 240円 
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もの 
         
  外径が 1.0

メートル以

上のもの 

(略) 1,100

円 

500円 500円 500円 500円 

 （略） 

 備考 （略） 

もの 
         
  外径が 1.0

メートル以

上のもの 

(略) 1,000

円 

490円 490円 490円 490円 

 （略） 

 備考 （略） 
   

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

 

 



号 外 １ 新  潟  県  報 平成29年12月26日(火) 

123 

新潟県条例第55号 

新潟県手話の普及等の推進に関する条例 

手話は、音声言語とは異なる語彙及び文法体系を有し、手指の動き、表情等により視覚的に表現される言語で

ある。我が国におけるその起源は明治時代とされ、これまで、ろう者の間で大切に受け継がれてきた。 

しかしながら、手話は、今日に至るまで決して順調な発展を遂げてきたわけではない。意思疎通を図る手段と

して尊重されることもあったが、ろう教育において、読唇及び発声の訓練を中心とする口話法が導入されたこと

により、手話の使用が制約された時代もあった。そればかりでなく、ときには、手話は言語ではなく動物的な身

振りであると蔑視されるなど、ろう者の尊厳が深く傷つけられてきた歴史があることを私たちは決して忘れては

ならない。 

平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約において、言語には手話その他の非音声言語

を含むことが明示され、ようやく、手話が国際的に言語として位置付けられた。我が国においても、平成23年に

手話が言語に含まれることを障害者基本法（昭和45年法律第84号）において明らかにし、平成26年には同条約を

批准したが、いまだ手話に対する理解が社会において深まっているとは言い難い状況にある。 

言語は、意思疎通を図る手段であるとともに、人と人との心を紡ぐ 絆
きずな

であることを踏まえれば、平成23年に

新潟県人と人との 絆
きずな

づくり条例（平成23年条例第21号）を制定し、人と人との触れ合いや助け合いを重んじる

本県においては、ろう者が偏見と闘いながら手話を大切に守り続け、手話を使用して生活を営み、手話による豊

かな文化を築いてきたことに鑑み、その歴史の歩みと誇りを尊重するためにも、県民一人一人が手話に対する理

解を深め、手話の普及等を図っていく必要がある。 

ここに私たちは、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及等を推進することによって、ろう者とろう

者以外の者が心を通わせ、相互に人格と個性を尊重し合い、共生することのできる社会の実現を目指すことを宣

言し、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、手話の普及等に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかに

するとともに、手話の普及等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な事項を定めることに

より、もってろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するこ

とを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「ろう者」とは、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。 

２ この条例において「手話の普及等」とは、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備をいう。 

（基本理念） 

第３条 手話の普及等は、県、市町村、県民及び事業者の適切な役割分担及び相互の連携の下に、次に掲げる事

項を基本として、その実現が図られなければならない。 

  (1) 手話が、ろう者が自ら生活を営むために使用している独自の体系を持つ言語であって、豊かな人間性を涵
かん

養し、及び知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文化的所産であることを理解すること。 

 (2) ろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することの重要性に鑑み、ろう者が

手話により意思疎通を図る権利を尊重すること。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という｡)にのっとり、ろう者が日常生活又は社会生活

を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去について必要かつ

合理的な配慮を的確に行うとともに、手話の普及等に関する施策を効果的に推進するものとする。 

 （県民の役割） 

第５条 県民は、基本理念にのっとり、手話について理解を深め、県がこの条例に基づき実施する手話の普及等
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に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、手話について理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、ろう者

が利用しやすい環境を整備するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、県がこの条例に基づき実施する手話の普及等に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 （市町村への支援及び協力） 

第７条 県は、手話の普及等に果たす市町村の役割の重要性に鑑み、市町村が実施する手話の普及等に関する施

策について、必要な支援及び協力を行うものとする。 

 （財政上の措置） 

第８条  県は、手話の普及等に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 （広報、啓発活動等） 

第９条 県は、広報、啓発活動等を通じて、基本理念に関する県民及び事業者の理解を深めるよう適切な措置を

講ずるものとする。 

 （情報の発信等） 

第10条 県は、ろう者が県政に関する情報を速やかに取得することができるよう、手話を用いた情報の発信に努

めるものとする。 

２ 県は、ろう者が手話を使い、手話による情報を取得することができる環境を整備するため、手話通訳者の積

極的な派遣、ろう者その他の手話に関わるものからの相談に的確に応ずるための体制の充実等に努めるものと

する。 

３ 県は、災害その他非常の事態において、ろう者が手話により必要な情報を速やかに取得し、円滑に意思疎通

を図ることができるよう努めるものとする。 

 （手話通訳者の確保等） 

第11条 県は、ろう者が手話による意思疎通を図ることができる環境の整備に資するよう、手話通訳者その他の

手話を使うことができる人材の確保、養成及び手話技術の向上を図るよう努めるものとする。 

 （学校及び保育所等における取組） 

第12条 県は、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者

（以下「聴覚障害者等」という｡)が通う学校及び保育所等において、聴覚障害者等が手話を学び、かつ、手話

で学ぶことができるよう、職員等の手話に関する技術の向上に資する取組が行われるよう努めるものとする。 

２ 県は、聴覚障害者等が通う学校及び保育所等において、聴覚障害者等及びその保護者に対する手話に関する

学習の機会が提供されるよう努めるものとする。 

 （調査研究） 

第13条 県は、ろう者その他の手話に関わるものが手話の発展に資するために行う手話に関する調査研究の推進

及びその成果の普及に協力するものとする。 

 （県民等の活動に対する支援） 

第14条 県は、手話の普及等の推進に関し、県民及び事業者が行う活動を支援するため、情報の提供その他の必

要な措置を講ずるものとする。 

 （公表） 

第15条 知事は、毎年度、手話の普及等の推進に関し講じた施策の状況を取りまとめ、公表するものとする。 

附  則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （検討） 
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２ 県は、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。 

 

新潟県条例第56号 

新潟県立学校条例の一部を改正する条例 

新潟県立学校条例（昭和39年新潟県条例第46号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表第４（第１条関係） 

特別支援学校の名称 位  置 

（略） 

新潟県立西蒲高等特別支援学校 新 潟 市 

新潟県立川西高等特別支援学校 十 日 町 市 

（略） 
 

別表第４（第１条関係） 

特別支援学校の名称 位  置 

（略） 

新潟県立西蒲高等特別支援学校 

 

新 潟 市 

（略） 
 

  

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 


	主　　要　　目　　次
	条　　　例
	新潟県条例第39号
	地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
	新潟県条例第40号
	県から市町村への事務の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例
	新潟県条例第41号
	新潟県手数料条例の一部を改正する条例
	新潟県条例第42号
	知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例
	新潟県条例第43号
	一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
	新潟県条例第44号
	新潟県個人情報保護条例の一部を改正する条例
	新潟県条例第45号
	新潟県行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例
	新潟県条例第46号
	新潟県教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例
	新潟県条例第47号
	新潟県国民健康保険法施行条例
	新潟県条例第48号
	新潟県児童福祉法施行条例
	新潟県条例第49号
	新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例の一部を改正する条例
	新潟県条例第50号
	新潟県漁港管理条例の一部を改正する条例
	新潟県条例第51号
	新潟県国営土地改良事業負担金等徴収条例及び新潟県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例
	新潟県条例第52号
	新潟県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
	新潟県条例第53号
	新潟県都市公園条例の一部を改正する条例
	新潟県条例第54号
	新潟県港湾管理条例の一部を改正する条例
	新潟県条例第55号
	新潟県手話の普及等の推進に関する条例
	新潟県条例第56号
	新潟県立学校条例の一部を改正する条例


